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ムスリムの国へ行ったムスリム

―トルコ・イスタンブルに住む中国新疆ウイグル族の事例から―

熊　谷　瑞　恵＊

The Muslim who went to a Muslim Country: 
The Example of a Chinese Xinjiang Uyghur Living in Istanbul, Turkey

Mizue Kumagai

　本論は，イスタンブルの中国新疆ウイグル族に注目し，ムスリムであるとい
うことが，かれらがトルコにおいて日々食べる，つきあうという営みにどのよ
うにかかわっているのかを描き出し，それによって，これまで規範であるとみ
なされてきたイスラームの位置づけを見直すことを目的とする。イスラーム
は，これまで多くの研究において規範として位置づけられてきた。そのため，
ムスリムをめぐる調査は多く，礼拝，食事といった規範的行動への注目からな
されてきた。本論は，イスタンブルのウイグル族に対する調査から，かれらに
とってのイスラームが，行動を律する規範としてではなく，かれらひとりひと
りを肯定し，そのふるまいを他者へと正当化する役割をもったものとしてもと
められていることを描き出す。

This thesis focuses on the daily meals and relationships of an Uyghur 
of Istanbul and attempts to understand the meaning of being a Muslim in a 
Muslim country of different ethnicity, thereby intending to review the position 
of Islam, which has been considered a set of rules until now. Because Islam is 
so considered, numerous investigations concerning Muslims have been con-
ducted which focus on actions in line with the rules, such as worship, clothes, 
and meals. This thesis indicates that for an Uyghur of Istanbul, Islam is not a 
set of rules but a source of self-affirmation and justification.

研究ノート
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1　はじめに

1.1　規範という理解―先行研究におけるイスラームの位置づけ

　本論は，イスタンブルの中国新疆ウイグル族に注目し，ムスリムであるということ

が，かれらがトルコにおいて日々食べる，つきあうという営みにどのようにかかわっ

ているのかを描き出し，それによって，これまで規範であるとみなされてきたイス

ラームの位置づけを見直すことを目的とする。イスラームは，これまで多くの研究に

おいて規範として位置づけられてきた。そのため，ムスリムをめぐる調査は多く，礼

拝，食事といった規範的行動への注目からなされてきた。本論は，イスタンブルのウ

イグル族に対する調査から，かれらにとってのイスラームが，行動を律する規範とし

てではなく，かれら個々人を肯定し，他者へと正当化する役割をもったものとしてあ

ることを描き出す。

　これまで，イスラームは規範としての知識とともに論じられてきた。大塚は，

ヴァールデンブルグによる「公式 official」「民衆 popular」の枠組みによっておこなう

イスラームの議論をめぐり，それが知識の豊富な学者と文盲の対比を示すものとして

有効であること，ただしそこでは文盲の民衆であっても「唯一の真」（大塚 1989: 

149）のイスラーム解釈を求めるものとしてあるととらえるべきであることを主張し

ている。そして，そうした文盲の民衆による知識をのないふるまいを「虚偽意識」と
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してとらえる社会学は，こうした「唯一の真」をもとめる「ムスリムの主体的な世界

認識」をとらえることはできないであろうと指摘している（大塚 1989: 149）。

　こうしたイスラームを知識とその浸透としてみると同時に，大塚のように，その実

態を「信仰心」といった曖昧といいうる概念に位置づける姿勢は以下の 2点の研究に

も共通してみられる。小杉［麻］は現場において礼拝の「誤り」をみつけた際，それ

は正しい知識を持った人物がやってくれば「正されることは容易に予想される」と

し，それ以上の観察をおこなっていない（小杉［麻］2007: 192）。そして，礼拝とは

「神との対話」であり，その目的は一般信徒の知りえない「叡智」への接近であると

結論づけている（小杉［麻］2007: 203）。清水は，ヨルダンにおいて，村人が礼拝の

ような「ムスリムにとってもっとも基本的なこと」さえも知らず，知識は私のほうが

上だとする一方で，村人の「信仰心」は本物であるために，かれらは自分よりも「十

分ムスリム」であるとしている（清水 1992: 123–125）。

　そして小杉もまた，知識からイスラームを位置づけるひとりである。小杉はイス

ラーム化という現象が中東にかかわらず南アジアでも，それ以外の地域でも，等しく

生じた現象とみなすべきとし（小杉 2002a: 196），中東を「あるべきイスラーム」「本

場のイスラーム」とみなし，南アジアや東南アジアを「田舎イスラーム」とみなす研

究者を「いったいどの地域に，地域の特徴を持たないイスラームが存在するのであろ

うか」（小杉 2002a: 193）と批判する。その小杉の視点は，イスラームを文字による

知識とし，その地域性をないものとみなす姿勢であると同時に，地域の特徴をイス

ラームの 2次的産物とみなしうる姿勢であるといえる。

　これらの先行研究にみられる問題点は，知識としてのイスラームを出発点としてい

るため，現場を起点として視点をたちあげる営みに欠けてきた点である。小杉の提示

するイスラームの「政教一元論」（小杉 2006: 14）において，池内は，それがイスラー

ムの「理想」と西洋の「実態」という異なるカテゴリーの対比によってなりたってい

ることを批判している（池内 2001）。また加藤は，小杉による「経教統合論」におい

て，それが思想研究としては意味があるとしても，それが地域研究にも有効であると

する小杉の姿勢は，現地の諸相を読み取る上での解釈のはばを，前提からせばめるは

たらきをするものであると批判している（加藤 2002: viii–ix）。

　そしてヴァールデンブルグは本来，「公式」「民衆」の枠組みにおいて，イスラーム

ではその「正しさ」を認知する資格は個々人にそなわっているという点から，それを

「公式」と「民衆」という分け方では論じることができず，「公式 official」より「規

範的 normative」と論じるほうがより現地の実情に適していること，そしてそれはま
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た地域，民族的単位と結びついた（Waardenburg 1979: 359），預言者の存在よりまえ

に存在していた社会的枠組みとして（Waardenburg 1979: 352），「宗教的」というより，

人びとの生そのものと深く関わったものとして存在しうるであろうことを指摘してい

る。こうしたヴァールデンブルグによる，イスラームをささえる基盤にイスラーム以

前からの地域，民族的特徴をみいだす議論を大塚は「具体的な例をあげて綿密に議論

を展開しはしない」（大塚 1989: 141）としりぞけている。こうした議論のありようが

示すのは，現場が何を示しているのかを，規範を出発点とすることなく現地の具体性

のなかからあらたにたちあげる必要性である。

1.2　ムスリムの描かれかた―礼拝・食事

　ではこれまでムスリムという人びとのありようは，現場からはおもにどのように描

かれてきたのか。それは，第 1節に指摘したように，礼拝といった，規範からみた実

態の描写によってなりたってきたと述べることができる（小杉［麻］2007）。大塚は

スーダン村落における人生儀礼が，イスラームをめぐってどのように構成されている

かについて説明している（大塚 1994）。桜井は日本に住む外国人ムスリムの実態を，

礼拝場所としてのモスクの設立やムスリムとしての食糧の確保といった側面から描き

だしている（桜井 2003）。清水はヨルダンの村の日常的な暮らしにみられる信仰形態

について記録している（清水 1992）。これらの研究におけるイスラームは，何よりも

規範的な行動からえがかれ（清水 1992: 122–124，桜井 2003: 19），そうした行動は「信

仰心」との関連で論じられることで，宗教であるという以上の分析は加えられてくる

ことがなかった。しかし，これらを含む民族誌的蓄積において興味深い点は，そうし

た規範的な行動と人びとの示す態度とのあいだには常にずれが認められてきたという

点である。

　たとえば日に 5回の礼拝は，5行とよばれる信徒の義務において信仰告白の次に位

置づけられる，ムスリムにとって「もっとも基本的なこと」（清水 1992: 123）とされ

ている。しかしそのもっとも基本的な「義務」においてさえ，現場においては，必ず

しも「義務」として一様にとらえられていないようよみとれる点が示されてきた。本

多はサウディアラビアにおいて「Q氏はお祈りをしない。理由を聞くと「問題は精神

であって，形式じゃない」と答えた。」（本多 1984: 147）ことを記録している。前川

はクウェートにおいて現地のクウェート人が「お祈りは日に 3回でもいい，とザハラ

はいっていた。」（前川 1991: 58）ことを記録している。中山はトルコの農村において

「礼拝を完全に実行している人達は少ない」（中山 1999: 55）「歓談の途中に礼拝に立
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ちあがる人はほとんどいない」（中山 1999: 55）ことを指摘している。そこには「もっ

とも基本的」とされる礼拝が，人びとに共通した「義務」としては認められえていな

い点を見いだすことができる。

　こうした礼拝を，嶋田は「日中は高温になる熱帯で生活する人びとの生活は，朝早

く始まるのがあたりまえである」として，自身のフィールドであるマリを事例に，そ

れを気候的「合理」としてとらえることをこころみている（嶋田 2001: 71）。嶋田に

よるこの指摘は環境との結びつき礼拝を読み取ろうとしたものといえるが，これは夜

こそアラブの活動時間であるとした片倉によるアラブの記述（片倉 1979: 25），礼拝

の直後，再び眠り込むという本多のアラブの記述（本多 1984: 50–51）には合致しない。

片倉はこうした礼拝にみとめられるずれについて「人びとは，それぞれの生活の中

に，なにげなく祈りを組み入れ，1人 1人の生活のリズムを作っている」（片倉 1979: 

185）としてぶれを内包した記述をおこなっている。片倉の記述にみられるのは，こ

うしたぶれのうえに問題点を認める姿勢の欠如である。

　こうした規範と実態とのずれは，食事についても同様に確認される。桜井は「ムス

リムが絶対口にしてはならないとされているものは，アルコール類とアッラーの御名

を唱えずに殺した動物の肉である」（桜井 2003: 162）とし，同時に同じ著書内におい

て「絶対」とされる肉に「どの程度配慮するかは，あくまでも個人の判断にゆだねら

れており，疑わしいものは一切口にしないという厳格な人から，餃子やラーメンを食

べながらビールを飲むのが最高という人までいる」（桜井 2003: 164）としている。こ

のムスリムと食肉の実態をめぐる点については，高橋も，トルコ人が「実はルーマニ

アで猪の肉を食べたことがあるのよ。これがおいしかったわよぅー。」（高橋 2002: 

63）「ブタ？海外では食べるよ。うまいよ。」（高橋 2002: 63）と話していることを記

述している。そこに認められるのはやはり「絶対」と実態とのあいだのずれが確認で

きる点である。こうしたずれは，これまで「人間は弱いもの」（片倉 1991: 24），「人

間にやさしい法」（片倉 1991: 29），「寛容な宗教」（清水 1992: 119）といったことばに

内包され，問題化はみおくられてきた。

　こうした「規範」と実態とのずれに対して，慎重な議論をおこなっているひとりが

赤堀である（1997）。赤堀は，ベドウィンの死をめぐる儀礼の規範性の低さを指摘し，

「最も確実な服喪の期間である最初の 3日間においてさえ，課されるべき具体的な禁

忌や忌避の内容，それが課されるべき人の範囲は不明確であり，逸脱に対する制裁は

おろか，非難がおこなわれることさえあまりない。」（赤堀 1997: 206）として，「筆者

の目には彼らの服喪の規範的性質の弱さが近年の社会変化にばかり由来するとは映ら
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なかった」（赤堀 1997: 206–207）という，「規範」から現場を論じることの違和感を

指摘している。また中山は，トルコの農村において，男女の区別といったイスラーム

の特徴とされてきた行為が，明確にイスラームと結びつけられることなく成立してい

ることから，そうした行為はイデオロギーの体現としてではなく「日常生活の実質に

即した」「情念」（中山 1999: 215）としてなりたっていることを指摘している（中山

1999: 215–217）。

　イスラームが規範に従う行為としてはみいだせなかったという指摘は，カイロにお

ける政治運動を分析した大塚の記述にもみいだすことができる（大塚 1987）。大塚は，

イスラームの政治運動に身を投じたエリートの着る「イスラーム的」（大塚 1987: 

392）な服装が，伝統とは異なる「近代的」なものといえ，そうした服装に対しかた

られるイスラーム性とは，個々のイスラームを「“主観的”に表現する記号」（大塚

1987: 394）にすぎず，そこにイスラームとしての「単一の“正統的”見解を導きだす

ことは容易ではない」（大塚 1987: 394）としている。そこにみられるのは，研究者の

見解と実態とのあいだのずれとともに，目につきやすい規範的行動と社会とのあいだ

をつなぐ暮らしの意味がみおとされてきたという点である。こうした研究にもとめら

れているのは，服装といった部分を含む，ムスリムであるということの意味，そして

その日常生活におけるイスラームの役割を明らかにすることであるといえる。

　本論は，トルコに行ったウイグル族1）を対象に，ムスリムであるということが，か

れらの日々食べる，つきあうという営みにおいてどのようにみいだすことができるか

を分析する。ウイグル族は，タクラマカン砂漠のトルコ系のオアシス定住農耕民で

あった人びとである。かれらの「イスラーム化」は，歴史的には 10世紀後半から 16

世紀とされ（濱田 1995: 178），かれらは地続きで全民族的にイスラーム化した民族と

しては，東端の民族にあたる。現在かれらは中国の少数民族のひとつであり，その生

活には，さまざまな宗教的制限がかせられている2）。本論は，イスタンブルに移動し

たウイグル族に注目することで，かれらのムスリムとしてのありようをとらえる。そ

して同時に，そうしたありようが，トルコ人とのあいだにムスリム同士としてどのよ

うな関係性を生みだしえているのかを分析する。

1.3　調査概要

　イスタンブルは人口約 1,400万の大都市である（Statistics and Maps on city 

Population: 2012）。イスタンブルのウイグル族人口は現地の機関によって 2,000人強

と語られていたが，ここには一時的な旅行者，留学生，買いつけ中の新疆およびイス
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ラーム圏各国からきた商人，親族・友人宅に一時滞在するヨーロッパ諸国の国籍取得

者3），またこれらの身分を変更中の人びとは含まれていない。こうした個々人へは，

接触が困難であると同時に，かれらの集団の登録などはみいだすことができないこ

と，また中国国籍者の移動における民族別統計等も存在しないことから，その総体と

いったものの把握は現在不可能に近い。本論は，筆者が接触することのできた，比較

的違いのある個々人とそのつきあいのひろがりへの注目から，その一端を実態として

示すことをこころみるものである。

　イスタンブルにおけるウイグル族の居住地は，大きく 2ヶ所への集中が指摘されて

いた。そのひとつがザイトゥンブルン4）（ZEITINBURNU）地区であり，もうひとつ

が国際空港裏手にあるサーファーキョイ（SEFAKÖY）地区である。このうちザイ

トゥンブルン地区にはウイグル族同士の互助機関（DERNEK），2軒のウイグル食堂，

ナン5）の販売所（看板なし），本の販売所（店舗・看板なし）等がみられる。しかし

ここがかれらの活動の中心地というわけではなく，実際には学校施設，食堂のいくつ

かや6），個々人の屋敷地7）は市中各所に分散している。

　本論はイスタンブルに住む 8人のウイグル族女性をめぐる調査結果をもとに，分析

をすすめていく。かれらには便宜的に A～ E8）のアルファベットをあて，論をすすめ

ていく。本論が調査対象を女性とした理由は，筆者が女性であり，婚姻関係にない男

女が同じ空間ですごすことを禁じるというイスラームの考えへの抵触を避けたためで

図 1　新疆ウイグル自治区における調査対象者の出身地
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ある。A～ Eの女性は，トルコ訪問にいたる経緯や在トルコ年数がそれぞれ異なっ

ている。そのため，かれらの生活経験にみいだされる共通点は，トルコにおけるウイ

グル族の人びとのありかたの共通点を示すものになると考えられる。A～ Eについ

ては，それぞれ新疆での出身地，婚姻状況，職業，学歴，トルコ訪問の経緯，現在の

居住状況，礼拝の実施，外出時の服装から述べていく。また結婚している人物につい

ては，その夫についても述べ，あわせてのちの分析の参考としていく。なお各女性の

新疆での出身地は図 1，中国国内（新疆外）での就学・就職を経験した地については

図 2，イスタンブルにおける A～ Eの居住地は図 3にそれぞれ示した。

　Aは新疆アクス（図 1）出身，34歳の既婚者で，3人の子供がいる。Aの末子は

2010年調査時には 0歳で，Aは育児中の主婦である。Aは中国南部珠海（図 2）の大

学出身で，在学中にイスラームとともに生きるべきだということを意識しはじめたと

いう。卒業後は，他の学生達がヨーロッパへむかうなか，父親が「娘は父親と一緒に

いるものだ」といったとの理由により，Aは先にトルコに行っていた父と兄を頼って

トルコにむかっている。そしてウイグル民族医（Tewip）9）であったという父の紹介に

て，同じくウイグル民族医の人物と結婚，現在に至る。Aの住居は，2010年調査時

にはザイトゥンブルン地区（図 3：A宅三角※）からファティーフ（FATIH）地区（図

図 2　調査対象者の中国（新疆外）における就学・就職経験地
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3：A宅①四角と三角）のアパート 1階に引っ越し，2012年調査時にはそこからさら

にスルタンベイリー（SULTANBEYLI）地区のアパート 2階に引っ越していた（図 3：

A宅②四角）。この移動の理由について，Aはザイトゥンブルンでは「（ウイグル族同

士の）話が多すぎる（gep jiq）」とその理由をかたっていた。Aのトルコ滞在は 8年

にわたっており，国籍も中国からトルコに変えて 4年目である。Aは毎日礼拝をおこ

なう。Aは外出時には黒い長衣，色のあるスカーフを身につける。

　Aの夫はウイグル民族医で，スルタンベイリー地区に薬品を販売する店舗を持つ

が10），その他にも輸出入等さまざまな仕事をてがけている。2012年春には，単身メッ

カのウムラ11）をおこなっている。

　Bはウルムチ（図 1）出身，38歳の既婚者で，3人の子供がいる。ウイグル族の互

助機関で教師をしている。Bは北京（図 2）の大学出身，卒業後は新疆でジャーナリ

ストとして働いていたが，妹の紹介で北京でイスラームとして自覚的に生きていると

いうウイグル族の人物に出会い，自身もイスラームとして自覚的に生きることを決

意，イスラームの勉強をしはじめ，同じように勉強をしていたウイグル族の男性と出

会い結婚。その後新疆にて漢族とウイグル族の衝突事件があったことをきっかけに，

夫，妹夫婦とともにパキスタンへ出国し，同国で 2年間のイスラームの勉強の後，ト

図 3　イスタンブルにおける調査対象者の住居（移動過程含む）
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ルコへとむかっている。途中実母をともなった数カ月にわたるサウディアラビアへの

ハッジを経て，現在もトルコ在住である。Bのトルコ滞在は 10年にわたっており，

国籍もトルコ国籍である。Bの住居はザイトゥンブルン地区（図 3：B宅四角）のア

パートの 4階である。Bは毎日礼拝をおこなう。Bの外出時の服装は黒い長衣と黒い

スカーフ，ニカブ（顔覆い /Niqab 語源：アラビア語）である。

　Bの夫はアラビア語の通訳をしている。かれは需要に応じて各地を飛び歩く生活を

しており，筆者は，B宅ではかれがいないあいだのみ滞在を許されていた。

　Cはアクス（図 1）出身，29歳の既婚者で，3人の子供がいる。この 3人の子らは

年子で，かつ筆者の調査時は 3人目の子が出産直後で，Cは子育て中の主婦である。

Cは南京（図 2）の大学出身，在学時に宿舎の漢族学生に「あなたはイスラームだと

いうけれど，イスラームとは何か」と問われ，豚肉を食べないことだと答えた。それ

がイスラームなのかと再度問われ，自分で考えた結果，在学中にスカーフを結びはじ

めたという。Cは卒業後，北京の大学の学生だったウイグル族の友人を頼り，ひとり

浙江の街義烏（図 2）にむかっている。この友人が，D（後述）とも共通の友人で，

Cは広州へ行ったという Dの後任としてソマリ人の商売の手伝いをしはじめる。の

ち同地（義烏）でウイグル族によるパソコンを売る仕事の手伝いをしはじめ，2007

年 10月に，サウディアラビアからパソコンを買いにきたという夫となるウイグル族

の人物と出会い，1月に結婚，出国。Cは，夫がサウディアラビアにいるというので

なければ，出国するなどということは考えてもいなかったという。Cはその後，ドバ

イを経由してサウディアラビアにむかい，2008年から 2年にわたり当地に住む。し

かし，夫の仕事のトラブルが原因で，2010年よりトルコに移動したという。Cのト

ルコでの住居は最初サーファーキョイ地区（図 3：C宅三角※）にあったが，後に仕

事仲間の引っ越しにより住居のあきができたため，現在のザイトゥンブルン地区（図

3：C宅四角）のアパートの 5階に移動している。Cのトルコ滞在期間は調査時点で

約 1年で，国籍は中国のままである。Cは毎日礼拝をおこなう。Cの外出時の服装は，

黒い布で全身をすっぽり覆うジェルバップ12）（Jérbap）とニカブ（顔覆い）である。

　Cの夫は，12～ 3歳頃中国を出て，パキスタン等で勉強，ドバイの大学でイスラー

ム法学部を卒業した人物である。この学歴により筆者は，Cとその夫にみるイスラー

ムには特に注意をはらった。Cの夫は卒業後，ドバイのモスクで約 3カ月間イマーム

を経験したが，のちに商人に転身，サウディアラビアにて商売をしていたが，トラブ

ルにあい，イスタンブルに移動，現在はイスタンブルの週バザールを巡回する路上で

のアクセサリー販売をしている。筆者が，Cの夫の学歴はあまり職業にいかせてない
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のではと聞いたところ，Cはいかせていないといいながら「自分のために使い，私に

も教えてくれる」といっていた。このことはイスラームの学歴と社会的地位とが実態

としても考えとしてもあまり結びついていないようにみられたという点で，興味深く

思われた点である。

　Dはウルムチ（図 1）出身，29歳独身で，トルコ語の研修をしながら，大学進学の

準備をしつつ，ウイグル族の会社で通訳（漢語・英語）の仕事をしている13）。Dは，

Bと同じく，外部での仕事についている女性といえる。Dはもともと筆者の 2001年

から 2002年にかけての新疆における調査時のインフォーマントのひとりであり，D

が新疆大学の預科14）学生であった頃，筆者は Dから調査上の大きな助力をえていた。

この頃の Dは礼拝や着衣といった点での宗教的な行為をまったくしていなかった。D

はその後，上海（図 2）の大学に進学，英語を学び，卒業が近い頃からだんだんと礼拝，

スカーフをしはじめるようになったという。卒業後，インターネットでムスリム同士

の仕事があるということを調べ，1人浙江の街義烏（図 2）へむかっている。そして

そこでソマリ人の商売の手伝いをする。筆者はこの頃の Dに会い，長衣，スカーフ

というこれまでにみたことのない姿をしていた Dに驚かされたことがあった。Dは

その後，ソマリ人らの広州（図 2）での仕事も手がけるが，後に仕事を切り上げ，新

疆に戻り結婚。しばらくウルムチで英語の教師をしていたが，トルコでは奨学金で勉

強ができるという情報を得て，出国を志す。Dの夫となった人物もともに出国するこ

とを考えていたが，後離婚，単身トルコにわたっている。Dは，ファティーフ地区（図

3）のアパートの 4階で，13人のトルコ人女性との共同生活をしている（図 3：D宿

舎四角）。Dのトルコ滞在は 1年半である。国籍は中国のままである。Dは毎日礼拝

をおこない，外出時には短衣と色のあるスカーフ，あるいはブラウスと長いスカート

を身につける。

　宿舎 E（E1~5の住む）は，ファティーフ地区（図 3：宿舎 E四角）の一般のアパー

ト 3階の 1室である。この部屋は国際的な学生支援をおこなっているトルコ系ワク

フ15）のひとつが所有するもので，同機関から支援をうけて生活する E1から E5の 5

人のウイグル族の学生が住む。かれらは全員が独身である。

　E1はアクス（図 1）出身の 28歳，イスタンブルの大学の修士課程に在籍中である。

中国では青島（図 2）の大学卒業，専攻は土木工程管理で現在も同じ専攻だという。

E1のトルコ滞在は 2年にわたっている。E1は毎日礼拝をおこない，外出時には短衣

とズボン，色のあるスカーフを身につける。

　E2はホータン（図 1）出身の 24歳，上海（図 2）の大学に 4年（預科），北京（図
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2）の医科大学に 5年在籍し，鍼灸を専攻していた。E2がトルコに来た理由はビザが

とりやすかったからで，トルコでは専攻の鍼灸をさらにいかす勉強ができればとか

たっていた。調査当時 E2はトルコ語の研修をうけながら，大学受験の準備中であっ

た。E2も大学の卒業が近くなった頃からショールをかぶりはじめたとかたっていた。

E2のトルコ滞在は 6ヶ月目である。E2は毎日礼拝をおこない，外出時は短衣とズボ

ン，色のあるショールを身につける。

　E3は，グルジャ（図 1）出身の 24歳，E3の学歴は地元の高校卒業で，調査対象者

のなかでは唯一大学進学をしていない。E3も E2同様トルコ語の研修を受けながら，

大学受験の準備中である。E3のトルコ滞在は 6ヶ月目である。E3は毎日礼拝をする

が，外出時には特にスカーフや体の線を隠した着衣等はしない。しかし E3は，宿舎

Eのなかではもっとも念入りに日々の礼拝をおこなう人物で，いつも洗浄16）に 30分

ずつの時間をとり，礼拝の際には他の人びとが裸足でも靴下を履き，他者の家に行っ

た時など，洗浄の環境や靴下等の衣服が整わない場合には礼拝をしなかった。このよ

うに周囲に比べて礼拝には独自の方法をとっていたといいうる E3であったが，他者

の家でひとり礼拝をしない E3の姿は，そのいっときのみをみれば，長衣，スカーフ

を身につけず，礼拝もしないという，宗教的なことにかまわない人物にもみえかねな

かった。その意味で，衣服，スカーフ，礼拝といった表象とかれらのイスラームとは，

あまりかかわりがないと思われた点である。

　E4はアクス（図 1）出身の 25歳，上海（図 2）の大学に 4年（預科），蘇州（図 2）

の大学に 5年間在籍し，卒業と同時にトルコに来ている。専攻は E2同様鍼灸である。

E4も E2，E3らとともにトルコ語の研修を受けながら，大学受験の準備中であった。

E4のトルコ滞在は 6ヶ月目である。E4は礼拝をせず，スカーフや体の線を隠した着

衣等もしない。

　E5は筆者の調査期間の終盤に新疆から帰ってきたイスタンブルの大学の大学院生

である。専攻は英文学である。E5のトルコ滞在は 3年目である。E5は毎日礼拝をす

るが，外出時には特にスカーフや体の線を隠した着衣等はしない。

　こうした A～ Eのトルコ語会話能力について述べると，E2，E3，E4の 3人がやや

たどたどしかったことを除けば，Aから E5にいたるまでほぼ不自由なくトルコ語を

話していた。Bの階下に住んでいたウイグル族女性（既婚）によれば，ウイグル族は，

トルコには 3ヶ月程度いれば，学校に行かなくとも大概のトルコ語はわかるようにな

るのだという。

　また A～ Eと筆者とのつながり，かれら同士のつながりについて述べると，かれ
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らは筆者との関係において，大きく 3つにわけることができる。Aは，筆者がエジプ

ト滞在時に現地のウイグル族の人物に紹介されて知り合った人物で，Aと B～ Eと

のあいだにつながりはない17）。Dは前述のとおり，新疆にいたときからの筆者の友人

でありインフォーマントである。Bは Dが学業支援をうけている機関の人物で，Cは

Dの友人の友人である。Dと B，Cとの関係はトルコにきてからはじまったものであ

り，筆者は B，Cとは Dをとおして知りあった。宿舎 Eの人びとは，筆者の調査期

間中盤での滞在場所探しの際に，国際的に援助活動をしているトルコ系ワクフの紹介

によって知りあった人びとである。かれらは，そのほとんどが中国の大学を卒業した

ばかりの学生で，かれらと A～ Dのあいだにつながりはない。例外は E1で，E1は

現在の Dの職場における Dの前任をつとめていたことから，Dとは今でも友人関係

を継続している。E同士では，E2と E4とが上海での在学時からの友人同士であった

ことを除けば，イスタンブルに来てから知り合った者同士である。このように，かれ

らの関係は，A，B～ D，Eとの 3つにわけられ，かれら同士の関係も近くない。

　またかれらとイスラームをめぐってひとつまとめておくことのできる点として，A

から D，E2にいたる 5人が，共通して大学卒業前後における「イスラームへの目覚

め」に類することをかたっていたことがあげられる。A～ Eの女性たちは，E4を含

め，すべてムスリムとしての自覚がある人物であったが，そうした自覚はトルコに来

たことを契機に変化したわけではなく，また生まれた環境によってあたりまえに身に

つけられてきたわけでもない。かれらは，中国ですごしているうちに，自発的に変化

をおこしているのである。このことは，生まれたときからムスリムであるはずのかれ

らが「イスラーム化」という認識の転換点をもっている点で興味深く，またそれが，

かれらが社会にでていく大学卒業前後に集中していることから，イスラームとは，な

んらかの社会性と結びついた価値をもつことを示唆していると思われた点である。

　本論の調査期間は，2010年 2月 1日～ 3月 19日，2012年 5月 22日～ 9月 19日の

約 6カ月である。調査方法は聞き取りと参与観察である。調査時の滞在は，可能な限

り住み込みでおこなった（Dはムスリム以外の長期滞在が許されない宿舎に住んでい

たため，近隣からの通いでおこなった）。調査言語はウイグル語である。

　ウイグル語の表記はアラビア文字であるが，本論のウイグル語表記はコンピュー

ター上でのウイグル語表記方法 UKY（Uyghur kompyutér yeziqi）をもちいておこなっ

た。またトルコ語との区別のために，ウイグル語は頭文字を大文字，それ以外は小文

字で，トルコ語は大文字のみで表記した。また本論のウイグル語は単語を『Uyghur 

tilining izahliq lughiti：ウイグル語詳解辞典』（Ekbar 1999），トルコ語は『2010 Student 
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Dictionary English-Turkish / Turkish-English,』（Yurtbaşi 2010）を参照した。また，本論

における語源の記載はすべて『Uyghur tilining izahliq lughiti：ウイグル語詳解辞典』に

依拠している。

　なお，筆者は調査をスカーフ，短衣等を着用しておこなったが，筆者はイスラーム

を信仰していない。そのため本論の観察は，異教徒の立場でおこなったものであり，

聞き取りの内容にみられる特徴もその立場であらわれたものとなっていることを付記

しておく。

2　「規範」と人を結ぶもの

　本章から現地のデータの提示とその分析をおこなっていく。ここではイスラームの

規範のなかで，もっとも日常的な行動規範のひとつである食事をめぐる点から確認し

ていく。

2.1　「それには豚肉が入っている」―食事規定の内的機能

　ムスリムが口にできる食べ物を，「ハラール食品」という。それは「イスラーム法

的に合法な食品」を指し，そのおもな言及対象は屠畜方法をめぐる肉および肉製品に

関してであることが指摘されている（小杉 2002c: 785）。そのため，屠畜者もムスリ

ムで構成されるイスラーム圏では食品がハラールであるかどうかが問題になることは

ほとんどなく，問題が発生するのは，ムスリムの非イスラーム圏への移住，または非

イスラーム圏からの食品輸入の増加によることが指摘されてきた（小杉 2002c: 785，

桜井 2003: 104）。

　ウイグル族はムスリムである。ゆえに，かれらのやってきた国トルコは，人口のほ

ぼすべてがムスリムであるため，かれらには食べ物の問題はほとんど発生しないこと

が推測できる。しかし，実際には，かれらの暮らしにおいて，しばしば“これはムス

リムの食品か？（Bu musulmanchimu?）”“豚肉が入っている（Tongguzning göshi bar.）”

ということばが聞かれた。それがどのような状況でいわれたことばであったのかを，

まず A宅での事例から確認していく。

事例 2-1：A宅：筆者が朝食づくりをまかされていたとき，筆者がトルコ訪問前に立

ち寄ったエジプトで購入した粉ミルクを温くしてだしてみた。するとこれは何だと問

われる。エジプトの粉ミルクだというと，Aと Aの夫を含む全員（Aと Aの夫，ウ
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ルムチから来たウイグル族女性 1人，クルグズスタンから来たウズベク族女性 2人）

が動作を止め，Aの夫が「“これはムスリムの食品か？（Bu musulmanchimu?）”」とい

うことばを発した。

事例 2-2：A宅：筆者が朝のサラダ18）づくりをまかされていたとき，トルコ航空の機

内食からもってきた塩胡椒を使ってみたところ，食卓で Aに「うちに胡椒はなかっ

たはずだが」といわれる。筆者が「トルコ航空のものを使ってみた」というと，Aに

「“私たちはそんなものがムスリムの食べ物であることを信じない（Biz ashundaq 

nersening musulmanchini ishenmeymiz.）”」といわれる。

事例 2-3：A宅：テレビをみていたとき，ソーセージのコマーシャルに対し，Aが「“こ

れはムスリムの食べ物ではない。めちゃくちゃな肉を使っているからだ。なかには豚

の肉も入っている（Qalaymiqan göshini saldighan, ichde tongguzning göshi bar.）”」とい

う。どこからそれを知ったのかと聞くと「“人からそう聞いた（Bashqalardin 

anlidim.）”」という。

　事例 2-1，2-2，2-3には，特に事例 2-1において，筆者がまず，アラビア語のパッケー

ジにつつまれたエジプト製粉ミルクを，“ムスリムの国の品物”として強い信頼をよ

せていたことがあげられる。事例 2-2にも共通する筆者のこのふるまいは，イスラー

ム圏で生産された食品は，ムスリムが食べられるものであると考えた，筆者の思い込

みによって成り立っている。そのうえ事例 2-2は，塩胡椒という，およそ「ハラール」

の問題になるとは考えられないと思われた食品についてのやりとりである。こうした

点から見て，事例 2-1，2-2にてまず指摘できるのは，かれらがここで問題にしてい

るのは，屠畜方法をめぐる「ハラール」ではないと考えられる点である。そして事例

2-3は，トルコのテレビ・コマーシャルの食品に豚肉が入っているとの指摘がなされ

た事例である。これは，トルコのほとんどの人口がムスリムである以上，あまり考え

られないことと思われた。Aのかたわらにてこれらの事例に遭遇した筆者は，はじ

め，A宅の人びとはかわった人たちなのだろうかと考えた。しかしこのことが，筆者

がかれらの立場をとらえきれていないことによるということに気づいたのは，C宅で

ほぼ同様の事例を耳にしたときであった。

事例 2-4：C宅：C宅を訪問する際，筆者は Dにより肉を土産に持っていくようにと
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のアドバイスを受けていた。そのため筆者は一羽分の鶏肉，そして B宅や Dの職場

でも食べられているのを確認した大手チェーンスーパー製の菓子（ウエハース）を購

入していった。その菓子はしばらく手をつけられないままおかれていたが，ある日 C

によって夫にだされた。夫はおいしいといって，どうした菓子かを Cにたずねた。C

は，筆者が買ってきたものだといった。すると夫は，Cに菓子包みをもってこさせ，

それを点検したという。それをそれとなく隣室で聞いていた筆者は19），のちに Cに

何かあったのかと尋ねたところ，Cは，実は今まで C宅では，トルコでは α社製の

食品以外は買わないようにしていたのだということを教えてくれた（実際に，それま

で C宅で見ていたビスケット，果汁等の食品は，すべて α社のものだった）。α社は

古いメーカーだから信頼がある。だから少し高いが食品は α社のもののみを買うよう

にしていたという。そして α社以外の食品には「“豚の骨（Tongguzning söngeki）”」

が入っているから，といった（2012年 6月 27日）。

　事例 2-4では，筆者側のとった行動上の注意点のひとつとして，筆者が事例 2-1，

2-2，2-3の件をふまえ，たとえかれらがいくつかの食品を信用していないのだとして

も，現地ウイグル族の知り合い同士が食べているものを選べば，それは許容された食

べ物になるだろうと考えたことがあげられる。筆者は想定される社会性の範囲の縮小

をこころみたといえる。それに対する Cと Cの夫の姿勢にみられるのは以下の点で

ある。まず 1点目は，かれらによる「“豚の骨（Tongguzning söngeki）”」ということ

ばは，かれらの食品会社に対する不信があらわされたものである可能性があるという

点である。このことばは，もし社会的な事実を述べたものであるとすると，トルコと

いう「イスラーム社会」にとって問題であり，同時にトルコの他のムスリム，そして

ウイグル族も食べているものに対することばとして，かれらは，隣人がムスリムであ

ることに対して社会性に欠けた発言をしていることになる。しかし，ここにはトルコ

社会にも，そうした隣人への配慮も，そのどちらもみいだすことができない。その意

味で，2点目の特徴として，このことばから感じ取ることのできる希薄な社会性とい

う点を指摘することができる。

　筆者はまた，事例 2-4の会話内容を Dに伝えた。それは，事例 2-4にも示した通り，

買っていった菓子が，Dも食していることを確認して持っていったものであったから

である。このことばが事実であるとすれば，Dは「豚の骨」を食べていたということ

になる。しかし Dは「自分は豚を食べていたのか？」といった反応や，「Cは考え過

ぎだ」といった反応をすることもなく，「“そのとおりだ，私たちは皆そうして食べ物
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に気をつける（Ashundaq, biz hemmimiz ashundaq yémekke diqqet qilmiz.）”」と答えた。

そして Dは，その後もそうした菓子類を食べつつも，贈答の際などには，α社の商品

は信頼があるから選らんだのだ，などと意識して α社の製品を買っていくようになっ

ていた。そうした Dの反応から示されるのは，人びとの行動は，やはり「豚肉」を

食べる食べないという「規範」とそこからの「逸脱」をもとにして考えられたもので

はないと考えられる点である。Cのことばは，食品会社にむけた不信を，社会性とは

乖離した状態でことばにしたものと考えることができる。そして Dの姿勢もまた，

そうした Cの不信を，筆者を経由して，やはり個人的に学習しつつあったものとして

考えることができる。そうした不信は，同じウイグル族のあいだであっても示される。

事例 2-5：C宅：Cがザイトゥンブルン地区にあるウイグル・レストランのひとつに

ついて，「βレストランは，酒を飲む輩が来る場所だから，夫が“ムスリムの…（※食

べる場所）ではない（Musulmanchi emes）”といっていた」という（2012年 6月 30日）。

　事例 2-5は，飲酒という，コラーンの記述をめぐる判断を示したものとはいえるが，

Cの夫のもちいた「“ムスリムの…ではない（Musulmanchi emes）”」ということばは，

日本で考えられてきた「ハラール食品」といったことばに還元されうる，肉やその成

分を示す社会的なラベル，つまり社会的な基準値を指しているのではないという点

は，これまでの事例と同様である。つまり Cの夫による「ムスリムの…ではない」

ということばは，そのレストランの“営業停止”や他のムスリムの来店を阻害すると

いった公共的な問題とはかかわりあいがないことは明白なのである。かれらが食べ物

を拒否するときにみられるこうした社会性との乖離は，イスラームが特に言及されな

い場においてもみることができた。

事例 2-6：C宅：TVで子供向けのアイスクリームの CMを見ながら Cが「“かれらは

金さえためられればそれでいいのだ。かれらは清潔に作業をしているのか，そうでな

いのか，それを知ることなどできはしない。私の母は，私が小さい頃から工場でつく

られたものを子供に与えないようにしていた。（食べ物は）自分の手でつくったもの

がいいのだ（Ular pul tapsa bolibridu. Ular pakizmu? Emesmu? Bilgili bolmaydu. Apammu 

kichikidin tartip zawutta ishlegen nersilerni bermeytti.Üzning qol bilen etken nersiler 

yaxshi.）”」（2012年 6月 27日）

　事例 2-6が示しているのは，Cが介在する他者の行動を把握することができないと
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いうことを理由に，テレビの宣伝する食べ物の拒否をしていることである。そしてこ

こからは，そうした既製品を拒否する態度が，新疆で暮らしていた時から Cとその

周囲にすでにそなわっていたものとしてあったということを推測することができる。

　イスラームの食事規定は，誰にも共通の「規範」としてあるようにみえながら，人

びとのあいだでは，人びとの社会への不信を示すものとしてみいだすことができた。

人びとはエジプトというイスラームの国を信じないことばを発し，食品をあつかう企

業を信じないということばを発し，テレビや同じウイグル族による食堂を信じないと

いうことばを発する。そうした不信はウイグル族を含めあらわされることで，結果と

して，人びとの食べる環境を近い知り合い同士のあいだにせばめる結果をもたらして

いるのではないだろうか。

2.2　隣人とのあいだにみいだされる知の様相

　第 1節では，食品をめぐってかれらに言及されるイスラームが，人びとの不信と直

結したものとしてある点を確認してきた。そこでは工業製品に類する社会的な製品の

多くが信頼に値するものとはみなされておらず，またその根拠が社会的に問われるこ

ともなかった。このように社会性と乖離して形成される知識のかたちは，食品にかぎ

らず示されるものとしてあった。

事例 2-7：カディル・ゲジェスィー KADIR GECESI20）について：E2，E3，E4，筆者，

かれらの友人 2人（以下 E友人①，E友人②と表記）の 6人で，レストランにて断食

の日の夕食をとっていた際，カディル・ゲジェスィーをどうすごすかという話題に

なった。E友人①が筆者に，カディル・ゲジェスィーとは，ラマザン21）最後の 10日

のなかの奇数日のうちの 1日を指すということを教えてくれる。その日については

“アーリム22）達が 27日だと予想したようだが，はっきり分かるものではない（Alimlar 

27-küni dep perej qiptu. Lékin éniq emes.）”という。E友人①は，それは最後の 10日の

なかの奇数日であればいつでもいいことだという23）。そして彼女らは同じ席で，昨日

がその夜ではないかと走り回っていた子らもいたということを話していた（2012年 8

月 20日）。

　事例 2-7が示しているのは，かれらが「アーリム」というイスラーム知識人のこと

ばを，信頼し依拠すべき情報源としてはいないことである。ラマザンをめぐる情報を

書いた紙はさまざまなところから配布され，事例 1を話していたレストランの食卓の
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ビニールシートの下にもラマザンのすべての礼拝時刻，日程等が記された紙がはさま

れていた（図 4）。そこにはカディル・ゲジェスィーの期日に関しても 27日であると

の記載がなされていたが，そうした印刷物の記述も，かれら（とかれらの話していた

子ら）は依拠する対象にはしていなかった。

図 4　ある菓子店の配布していたラマザンの日程表
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事例 2-8：ラマザンの開始日時について：

7月 22日： 筆者がDに断食はいつ始まるのかと聞くと，「“29日からだろう（29-künighu 

deymen.）”」という。だが Dは同日，Cに電話した際に「断食はいつから

始まるのか？」と聞いていた。Cは「“29日か 30日のあたりだろうと思

う（29-künidin 30-künining etrapghu deymen.）”」と答えていたという。

7月 27日： 5日たって，筆者が再度 Dに聞くと「30日からだろう“（30-künighu 

deymen.）”」という。

7月 30日： 3日たって，筆者と Dが Dの宿舎のトルコ人達と散歩にでた際24），Dが

トルコ人にラマザンは明日からだろうかと聞いていた。

 トルコ人は「明日の夜からだ」と答えた。

8月 1日：ラマザン開始（Dも）。

　事例 2-8が示しているのは，Dが，7月下旬の時点で，ラマザンがいつ始まるのか

を「知らず」，「間違った日にち」をいっていることであり，それを Dに聞かれた C

も「間違った日にち」をいっていることである。しかし，結果として Dは周囲との

すりあわせをおこないながら，「正しい日にち」によって，ラマザンを開始している。

　筆者はラマザンの開始日程をインターネットにて「調べ」，それが「8月 1日」だ

と「知って」いた。また，こうした「期日」は，前述したように食堂等でみられる印

刷物等によっても確認することができた（図 4）。だが，Dも Eの人びとらと同様，

こうした印刷物を目にしていたが，依拠する対象にしていない。Dが参照していたの

は自分の近くにいた「誰か」であった。そしてそうした「誰か」からの情報も Dの

行動を固定化して律するものとはなっていなかった。Dは，当該のことをなすそのと

きまで，情報のすりあわせを続けていた。このように，「正しい知識」がどこかにあ

るとはみなさず，身近な「誰か」とのあいだですりあわせをおこないながらおこなう

べき行為を取捨していくということは，第 1節で示した，社会には不信の目を向け，

近くの誰かの意見を参照しながら食品を選びとっていた人びとのありかたと一致した

ものとして指摘することができる。こうした情報への依拠のしかたは，スカーフの着

用といった点におよんでみられた。

事例 2-9：異教徒の前ではそれが女でもスカーフをすべきであるということ：

Cがムスリムの女は異教徒の前では女の前でも男の前でいるようにスカーフをしてい

なければならないといい，実際に筆者の前でそうしていたという話を筆者が Dにす
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る（7月 1日）。その後，筆者が，機会があって Dの宿舎に泊りに行った際（7月 9日），

Dの宿舎の女性および，Dらの多くが不自然なまでに筆者の前でスカーフを外さない

ということがみられた（意に介さず，スカーフをしていないトルコ人女性もひとりみ

られた）。スカーフを外さないのは“女でも異教徒の前では男の前にいるように”と

Cがいっていたとした前回の話のせいか，宿舎の人たちにもその話をしたのか，と D

にいうとそうだという。その話をした Cとは，「暑くてもあなたという非ムスリムが

いるから，私はしないでもいいスカーフをし，袖の長い服を着ていた，そうでなけれ

ば肌を出した服装で，気楽に歩いていられたのに！」と，なかばケンカごしでおこ

なった会話であったことを思いだし，筆者はこの宿舎を気楽ではいられない場所にす

る人間として来たというのか（それと同時に“筆者は男か？！筆者がかれらの頭をみ

るとどうにかなるとでも…”という倒錯を感じた），といい「来なければ良かった」

と言い争いをする。出ていく，出ていかない，とひと悶着した後，筆者は目のうえに

スカーフをしばりつけて寝る。朝になっても，筆者は「この“男”は何も見ることは

ないからどうか気楽でいてください」とスカーフを外さないままでいると，Dおよび

トルコ人女性らがうろたえ，「目隠しを外して，これは私たちの決定だから（英語）」

といってくる。「多分異なる学派の意見や異なるアーリムの意見なのであろう。私た

ちはそれを学ばなければならない。ひとりのひとに聞いただけで何かを決めないでほ

しい。とにかくもう目隠しは外してほしい（英語）。」といわれる。筆者は，こわごわ

とスカーフを外し，直目でかれらを見る。この日以来，彼女らが筆者の前でスカーフ

をしてすごしているということはなかった（2012年 7月 10日）。

　事例 2-9にみいだすことができるのは，まず 1点目に，事例 2-8にもみられたよう

に，やはり“誰かに聞いた”ことがかれらにとっての主要な情報源になっているこ

と，2点目にそうして得られた情報としての「規範」が，「逸脱」を適用されるよう

な集団にとっての「規範」にはなっていないこと（集団のなかでスカーフをしていな

い人物がみられたこと），3点目にそうした「規範」が，実質的な効果とはかかわら

ずに実行にうつされ（筆者がかれらの頭をみてもどうにもならない），それが「知ら

ねばならない」ということを根拠に，とりさげられうるものとしてあったということ

である。そこには，あるべきただひとつの理想を頑強に体現しようとする人びとの姿

をみいだすことはできない。

　かれらはアーリムに従わず，公共にでまわる情報を信じず，隣人を主要な情報源と

して，その情報を個々人のおかれた関係にすりあわせることでイスラームを構築して
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いる。かれらにとって，ことばとしてある「規範」は，個別性を脱色された社会知と

して，個々人を律するものとはなっていない。ここにみられるのは，かれらが日常的

に「規範」のような社会知を形成していないこと，あるいは，かれらは，社会知にあ

えて支配されない人びととしてあるということである。かれらは，個々人がその場で

の選択によって“イスラーム”を構築している。では，イスラームが「規範」として

かれらに遵守を求めるものではないのだとすれば，それを信仰ということばに帰す以

外において，かれらにとってイスラームであるとは，どのようなことなのであろうか。

2.3　あたりまえの日常生活

　かれらにとってイスラームはこれまで指摘されてきたような「規範」としては存在

していない。しかし，かれらの暮らしのなかでは，日々イスラームが言及されている

のを耳にすることができた。そしてそれは，そうした「規範」的側面をはなれた，他

者との関係性という点において，耳にすることができるものとしてあった。

事例 2-10：C宅：Cが自身の夫婦の関係についてかたりながら「私が夫と良く過ごす

ことはサワッブ（Sewab，宗教的によいこと，語源：アラビア語）。夫となぐりあい

ながらすごすことは“イスラームの正しい道ではない（Islamning toghra yoli emes.）”。

子供を産んで育てることも良いこと。豚を食べないことは“良いこと（パイディラッ

ク /Paydiliq）”。スカーフを結ぶことも良いこと。すべてはより良い生活を送るため。」

という（2012年 6月 24日）

事例 2-11：B宅：朝食の席で Bにイスラームについて聞いていた際，Bが食べるの

に使っていたスプーンをみせながら「すべてはアッラーが与えてくれるもの。この

フォーク，スプーンもアッラーがものを食べられるように与えてくれたもの。だから

スプーンで飯を食ったらサワッブになる。スプーンで人をぶったらグナフ（Guhah，

宗教的に悪いこと，語源：ペルシア語）になる」という（しかし C宅滞在時，スプー

ンを振り上げ，子供をぶとうとする Cを見た）（2012年 6月 10日）

　サワッブ，グナフということばは，サワッブが宗教的に推奨される行為，グナフが

罪となる行為を意味している25）（Ekber 1999: 611, 962）。事例 2-11，2-12において示さ

れているのは，まず 1点目に，Cと Bとが，ものごとの評価をこれらのことばをも

ちいて対比的におこなっていること，2点目に，Cと Bとがこのことばによって説明
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しているのは，「宗教的」と考えられる「規範」的な行為ではなく，個々人がそのと

き考えていたり，おこなったりしていた，日常の行為を説明するためにもちいられて

いるということである。しかし事例 2-11を聞いたとき，筆者は一旦これを「規範」

だと考えた。しかし事例 2-11では他の住居（C宅）において Bのことばに反する行

動もみられた。そのため，筆者は事例 2-11で自分はいったい何を聞いたのだろうか

ということを考えた。

事例 2-12：Dの宿舎では，日々夕食を近くの料理店からの配達によってまかなって

いた。配達は 17：00だったため，17：00に食べる人には，それは良い料理が残って

いるのだという。Dは 22：00前後に帰ってくることが多かったため，すでに肉がな

くなってじゃがいもだけになったような料理をよく食べていたという。あるときめず

らしく早くに帰った Dが，台所で料理のなかに 3個の鶏肉があったのをみつけた。D

は残りの 13人が食べられるよう，1個を少しだけ食べた。そしてしばらくしてふと

台所にたちよったとき，宿舎のメンバーの 2人が残りの 2個を 1個ずつ食べているの

をみた。かれらは「気にするな。食べてしまえ」といった。しかし Dによれば「“イ

スラームでは，そういうことはありえない（Islamda undaq ish yoq.）」”のだという。

そこへ 3人目のメンバーが来たとき，3人目のメンバーは「わあ，いい料理がある。

残りの皆のために，残しておかなければ」といったという。Dは，「“スカーフを結ば

ず，礼拝をしない彼女が，そのことは知っていたのだ（Yaghliq ni chigimey namajni 

oqumaydighan adem shuni bilgen idi.）”」という26）。イスラームのなんたるかを彼女はそ

の側面で実践していたのだという。Dは「他者の取り分を食べてはいけない。取るの

に適した量だけをもらうことが必要だ。メッカからメディナに行った人びとも，良く

してくれた人びとが，くれるもの全部をとったのではなく，自分に必要な分だけ取っ

たのだから。」という（2012年 7月 26日）。

事例 2-13：宿を貸した友人（ウイグル族）が部屋に大量のガラクタを残し新疆に帰る。

ガラクタ（なかばゴミ）の山を前に途方にくれながら Dが「“彼女はムスリムじゃな

い（U musulman emes.）”」といった（2012年 5月 24日）

　事例 2-12，2-13は，他者の行動に対する肯定と非難が，イスラームによっておこ

なわれていることを示しているが，その特徴は，1点目に，やはりそれがきわめて日

常的な，個々人を基点とした関係性に向けられたものであるということ，2点目にそ
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うした関係性の評価が，礼拝，スカーフよりムスリムとしての価値を示すものとされ

ていることである。そこからは，これまでムスリムであるということを定位するもの

とみなされてきた礼拝，スカーフという行動規定が，かれらという人びとにとっては

2次的なものにすぎなかったという可能性が示唆される27）。そうしたあたりまえの日

常的な関係性の評価が礼拝や服装に優越するというものいいは，次の事例 2-14にも

みられた。

事例 2-14：C「3人の子供を育てることは，私たちのイパデット（Ibadet．意味：崇拝，

語源：アラビア語），サワッブになる（※両語の並列）。子供を育てたサワッブによっ

て，天国に行ける。“天国は母の後ろに”ということばがある。母であることは，そ

れだけで礼拝をすることと同じだけの，コラーンをよむことと同じだけのサワッブに

なる。母を満足させれば，人は天国に行ける。預言者は，誰を満足させればと問われ

「1番に母，2番に母，3番に母，4番に父」といった。ムスリムは，父母を満足させ

ると天国に行ける。母によくしてやらないと，甚大なグナフになる。」（2012年 6月

25日）

　事例 2-14が示しているのは，かさねてイスラームが日常的行為を評価することば

としてもちいられていることである。そして，事例 2-12，2-13と同様に，そうした

評価が「ムスリム」として，礼拝，スカーフと同等かそれ以上として語られている点

である。これを聞いたのは，Cの生まれたばかりの子供が泣きやまず，Cと筆者とで

必死であやし寝かしつけた直後のことだった。放心状態の Cは，母が子供を育てた

苦労が今わかったといいながら，事例 2-14を語ってくれた。そのため，筆者は Cが

どんなにか Cの母を大事に思っていることかと思い事例 2-14を聞いていたが，事例

2-14の直後，Cは「故郷にいる父と母は頭の中がとても単純だ。生活の苦労を話せば

泣いてしまうだけだから，かれらにトルコでの暮らしのことなど知らせないことにし

ている。」とはきすてるようにいった。そのため筆者は事例 2-14は何のためにされた

話だったのかと困惑した。そしてこれまでの事例 2-10，2-11，2-12，2-13をふまえ，

また事例 2-11にみられた Cの逸脱をふまえ，思い当たったのは，かれらは，つねに

話者自身のそのときおこなっている考えや行為を正しいということをイスラームをも

ちいてあらわしていたという点である。ゆえに事例 2-14は，おそらく事例 2-14の直

前までに，C自身が母としての立場で奔走した点を自己評価したことばだったのでは

ないかと考えられた点である。
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事例 2-15：E宿舎にて：トルコ人家庭での食事によばれた夕食の次の日の朝，E2，

E3，E4らが食べられない料理，好きな料理は何かと話していた。E3はひとしきりト

ルコ料理に慣れない現状について述べた後，あるウイグル族の人物が用意してくれた

朝食の席の話をしはじめ「“それはこんなものも，あんなものも，何だってそろった

食卓だった。そんな食卓を準備した人間の天国はどんなにか近いだろう（U, bu, 

hemme nersirer bar. Undaq qilalaydighan ademning jennet qanchiliq yéqin.）”」といった。

（2012年 8月 12日）

　事例 2-15が示しているのは，E3が，自身にとって良い食卓を準備してくれた人間

を，天国にいけるとしていることである。そこに指摘できるのは，かれらが日常的な

やりとりをイスラームで評価しているということにくわえ，事例 2-13を含めて，か

れらがイスラームをもちいて評価しているのは，自己にとってよいおこないをしてく

れた人間に対してであるということ，そのうえで，そうした会話をかれらが，複数人

間間での会話において齟齬なくおこないえているということである。この点をふまえ

ると，かれらにとってのイスラームの評価とは，なんらかの共通認識を抽出しうる概

念としては存在しえないことがわかる。それは個々人が日常において遭遇する快と不

快の表明がイスラームであるということに，逆説的につながっていくからである。こ

うしたことばに与えられた意味づけは，事例 2-12，2-13を含め，マイナスの側面が

あらわされる場においてより鮮明になる。

事例 2-16：A宅：Aが，姉が自分からの電話をとってくれないということを，「“妹に

ひどいことをしていいなんて話はイスラームにはない（Singilisighe “bozek qil” digen 

gep islam dinda yoq.）”」と電話で友人に訴えている（2012年 6月 2日）

事例 2-17：B宅（B宅階下の友人宅にて）：Bの腕のなかで友人の乳飲み子が泣き，B

がなだめながら「“わめくな，お母さんに何のグナフがある？（Waqirimang, aningizda 

nime gunah bar.）”」という。（2012年 6月 8日）

事例 2-18：Dの社長の妹の結婚式。社長が Dに対し「“来てくれないとだめだ

（Kelmise bolmas.）”」といい，社長の息子が「“（来ないと）グナフ（Gunah.）”」とい

う（2012年 7月 9日）
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　事例 2-16，2-17，2-18で注目される点は，事例にみる人びとがイスラームとして否

定されるべきこと，あるいはグナフとしてかたっているのは何かという点である。事

例 2-16で Aが訴えているのは，Aの姉が Aからの着信を無視していることである。

事例 2-17は，Bが乳児の泣く理由を乳児自身の立場に語りかけたものである。事例

2-18は，Dの仕事場の社長親子らが Dにかれらの招待に応じるよう求めたものである。

　ここから指摘することができるのは，イスラームによって否定されるべきこと，あ

るいはグナフとは，話者個人を基点とした不快の関係性にこそあるということであ

る。この意味で，サワッブと同様，かれらにとってのイスラームによる否定とは，

個々人にとっての不快をめぐってあるという意味で，相対的なものである。ゆえにか

れらのことばは，その善悪を評価したことばを含め，その社会的な通用価値はきわめ

て薄いのである。それはすでに向かい合う個人にとってそうである。

事例 2-19：ある夫婦喧嘩について：（Cと Cの夫の仕事仲間の妻とが話していた世間

話から抜粋）

妻「“宗教で妻を管理しようとせず，アッラーをおそれたらどうなの？（Din bilen 

ayalni bashqurmay, teqwalik qilsingiz bolmamdu?）”」

夫「“君は自分の権利を守るため，よく（イスラームを）勉強したみたいだな。俺も

そうやって勉強すれば良かった（Siz üzning hoquq qoghdash üchün yaxshi oqudingiz. 

Menmu ashundaq oqusam bolatti.）”」（2012年 6月 30日）

　事例 2-19は Cと訪問女性とによる世間話において聞くことができた，ある夫婦喧

嘩でのいいあいの様子を示したものである。ここに指摘できるのは，妻は夫による宗

教を宗教で否定し，その妻と夫のどちらもが，互いの主張によって宗教的に否定され

えていないと考えられる点である。つまりイスラームをともなった否定は，おそらく

不快を表明している個人がいるということ以上の表現にはなりえていないということ

である。その結果，かれらの日常的空間にはイスラームが満ち，それはなんらの社会

的に共通したイスラームを合意として形成するものにはなっていない。

　かれらにとってイスラームとは，何よりもまず自己の肯定をするためのものであ

る。ゆえに，事例 2-20のような言動も，またできうる。

事例 2-20：仕事場の入っているビルの店主達（トルコ人男性 3人）が，建物付属の

モスクにエアコンとミツビシ（三菱）の冷蔵庫を入れたい，ついては Dの職場の社
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長にそれらのための寄付金を出してほしいといってきた。それに同意した社長をみて

（結果 10000 TL［約 46万円］払った），日々賃上げ要求をおこなっていた Dは，筆者

に対しこの事態を「社長が私に払うべき給料を払わず“アッラーに金をあげてしまう

ことは正しくない（Allagha pulni berse toghra emes.）”」という。「私にくれるべき金を

ポケットに入れて，それを寄付にまわすのは正しくない。社長は働きはじめて 1年

たってから給料を上げてやるといっていたけれど，他の社長達は 2～ 3ヶ月の勤務で

も給料を上げている。コラーンでは，労働の対価は，労働の汗が乾くより前に支払え，

といっている。どのくらい働いたら，そのくらい払えといっている」という（2012

年 6月 14日）（当時 600 TLだった Dの給料は，さまざまな働きかけのうえで

1000 TLにあがった。）。

　事例 2-20に示されているのは，Dが，モスクへの寄付と自身の賃上げという 2つ

の要素のまえで，なお自身の賃上げを選択し，その選択が彼女にとって正しかったと

いう点である。この点は，喧嘩をする双方がイスラームの正しさを口にした事例 2-19

にも通じ，Dにとっては，モスクに寄付をする，すなわち“アッラーに金をあげる”

行為は，「イスラームとして」正しくない行為だといいえたということである。事例

2-20から示されるのは，たとえかれらにとっていくつかの「イスラーム」が重なり

あったとしても，かれらに選ばれる「正しいイスラーム」とは，「社会」に貢献する

といったものではなく，「規範」としての正しさでもなく，何よりも自身を益するイ

スラームである可能性があるということである28）。イスラームとは，かれら個々人を

肯定することばであり，そうした肯定によってかたちづくられているのが，かれらの

社会的な人間関係の一部としてあるということを推測していくことができる。イス

ラームはかれら個々人を肯定することばである。それがゆえに，かれらのイスラーム

は往々にして状況を定義する力を持たない。

事例 2-21：断食期間中に不払いになる食事代について

断食期間中社長達は，いつもは払う昼食代をくれなくなるという。Dの職場の社長も

また払わないといっているのだという。断食なら，日々断食があけたときに，むしろ

食事はとるだろうと聞くと，疲れて早く家に帰るようになるから会社ではとらなくな

るからだという。仕事からの帰り道，Dは社長に“ペリズ（Perj，意味：ムスリムの

義務）にかかわることなのだから（Perj baghliq ish tursa）”。ペリズのことで，使用人

たちの胃袋を満たしてやれるのなら，“大きいサワッブ（Chong sewab）”に決まって
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いるではないの。“イマーム達に聞いてみなさい（Imamlal din sorappqing.）”，“ラマザ

ン期間中の食事代を払わないなんてことは間違ったことだから（Ramzan da tamaqning 

pul bermeymen, u ish xata）”」という（7月 19日）。翌日に聞きなおすと，断食期間に

はまったくそれらが払われなくなるわけではなく，その期間の終わり頃に 100 TLを

祭りの祝い金としてくれるのだという。しかし通常は一日に食事代 7 TLをくれてい

たため，42× 429），約 180 TLになっていたわけなので，祝い金をもらったとしても通

常に比較すればラマザンでは 80 TLは社長のポケットに残ることになる。「私は給料

が 1000 TL，宿舎代は今度また 200 TL。これでは金が足りなくなる」と電卓を叩きな

がらいう。「“私がひもじい思いをしなければならなくなる。だからいったのだ（Men 

qiyinchiliqqe qaldighan ish. Shunga didim）”」という。他のここで働いている男性などは

みっともないからといわないだろうという。しかし 1000 TLはかれらの生活にだって

足りていない。でもみっともないから，などといって，いわなかったら駄目なことな

のだ，という。そして「“他の人にも聞いてごらん（Bashqilar din sorang.）”，“イスラー

ムで間違った行為だ（Islam da xata.）”というつもりだった」とうったえる30）（2012年

7月 20日）。

　事例 2-21が示すのは，Dにとって，自身の窮状の改善こそがイスラームの正しさ

であるということであり，D自身もそれを正面から認めた発言をしていることであ

る。そしてそれは「イマーム」という宗教的な他者を引き合いに出してさえ，なお彼

女が「正しい」ことといいえたということができる。その姿勢にみられるのは，彼女

にとってイスラーム的に正しいという人間関係とは，周囲が彼女に貢献してこそ正し

いというものとして彼女自身に認められえているということである。

　この後，7日たって筆者が Dに食事代の件はどうなったかと聞いたところ，Dは，

他の人もいうようならもらいたかったが，いわなかったようなのでいい，社長やもう

ひとりの男性従業員は，ラマザンを全ての日において実行するだろうから，といって

いた。そのことばが示すのは，Dにとってのイスラームが，イマームという存在を巻

き込んでなお，状況を定義する力をもっていなかったこと，Dがそれを受け入れてい

ることである。そして興味深い点は彼女が，自身のイスラームの否定を，断食の実行

というさらに別のイスラームによって納得しようとしている点である。かれらは，イ

スラームに対してもイスラームをその場を認めるための要素としてつかう。

　かれらは他者とのつきあいにおいて，自己肯定をぶつけあう。そして，そうした自

己肯定にことばを与えているのが，イスラームといことばの集まりであるというよう
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に考えることができる。かれらがこうした自己肯定をぶつけあう人間関係とは，どの

ように構成されているのだろうか。そしてそれは，トルコに住むムスリムの人びとと

のあいだでどのような関係を構築するものとなっているのか。

3　つきあいをいろどるイスラーム

3.1　家・男女・訪問者

　これまで人びとが，目の前の人間関係とのあいだで，イスラームをめぐり個人的な

肯定の表明をぶつけあっていることを確認してきた。かれらのこうしたコミュニケー

ションは，実際にどのような関係のひろがりのあいだで構築されているものなのだろ

うか。この点を，まず A，B，Cという家庭をもつ人びとの住居での 8日～ 26日間

のつきあいのデータ記録のなかから確認していく。

　A，B，C 3宅においてみられた訪問者を記録したものが，付表 1-1，1-2，2，3で

ある。この付表 1-1，1-2，2，3が示すように，各家庭では，日々訪問者がみられた。

その平均訪問者数は，A宅 2010年調査時（ファティーフ地区調査時，以下 A宅①）

で日に 5.2人（付表 1-1計算），2012年調査時（スルタンベイリー地区調査時，以下

A宅②）で 2.7人（付表 1-2計算），B宅では平均 10.25人（付表 2計算），C宅では

平均 2人（付表 3計算）という数になった。この数からみて，家庭を持つ人びとのあ

いだでは，住居とは，つねに家族以外の誰かを迎える空間としてあったということが

できる。この訪問者とはどのような人びとか。これは，以下の 3点にまとめることが

できた。

　まず 1点目には，そこでは女性，男性のつきあいがわけられ，それによって住居が

女性のつきあい空間として機能していたという点である。

事例 3-1：「“女性だったら戸を開けて，男性だったら開けないで（Ayal bolsa ishkini 

éching. Er kishi bolsa achmang.）”。」

　事例 3-1は，滞在はじめの B宅，C宅において，筆者が Bと Cから聞くことので

きたことばである。このことばは Bと Cとのあいだで一言一句変わることなく同じ

ことばとして聞くことができた。このことばからみいだすことができるのは，かれら

のつきあいは，知り合いか知り合いでないかではなく，まず男女でわけられることで
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付表 1-1　A宅① 3月 1日～ 3月 19日の 19日間における訪問客・宿泊客
女性 男性 子供 宿泊女性 宿泊男性 宿泊子供

3月 1日 友人女性① ●

友人女性①の娘 ●

夫の友人男性② ▲

3月 2日 夫の友人男性① ▲

夫の友人男性② ▲

3月 3日 夫の友人男性① ▲

A兄の嫁になるはずだった女性（離婚） ●

長女の同級生①（すぐ帰宅） ■

長女の同級生②（すぐ帰宅） ■

3月 4日 夫の知り合いの宗教者の妻（金を届けに）←すぐ帰る ●

夫の知り合いの宗教者の妻（姉を案内して）←すぐ帰る ●

A姉 ●

A姉の家政婦 ●

A姉の子供①②③ ■■■

3月 5日 A兄 ▲

A姉の家政婦 ●

A姉の子供①②③ ■■■

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 6日 A姉の家政婦 ●

A姉の子供①②③ ■■■

新疆からきた退職医者女性 ●

同じ建物に住む女性（トルコ人） ●

A兄 ▲

A兄の妻（トルコ人） ●

A兄夫妻の子①②③④ ■■■■

3月 7日 クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

A姉の家政婦 ●

A姉の子供①②③ ■■■

3月 8日 夫の友人男性①（クルグズスタン女性①②の送迎） ▲

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

A兄 ▲

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 9日 A兄 ▲

夫の友人男性② ▲

大家の娘（トルコ人） ●

修理屋夫①② ▲▲

夫の友人男性①（クルグズスタン女性①②の送迎） ▲

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 10日 夫の友人男性① ▲

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

新疆からきた退職医者女性 ●
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3月 11日 A姉 ●

A姉の夫←すぐ帰る ▲

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 12日 修理夫男性（トルコ人）←すぐ帰る ▲

修理夫女性（トルコ人）←すぐ帰る ●

夫の友人男性①←すぐ帰る ▲

夫の友人男性②←すぐ帰る ▲

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 13日 同じ建物に住む女性（トルコ人） ●

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 14日 A従姉妹 ●

夫の友人男性①（クルグズスタン女性①②の送迎） ▲

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性② ●

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 15日 クルグズスタンのウズベク族女性① ●

クルグズスタンのウズベク族女性②（出稼ぎ開始） ●

新疆からきた退職医者女性 ●

ウズベク族女性②の雇い主夫（トルコ人） ▲

ウズベク族女性②の雇い主妻（トルコ人） ●

A従姉妹 ●

3月 16日 夫の友人男性①（クルグズスタン女性①の送迎） ▲

A姉の家政婦 ●

A従姉妹 ●

クルグズスタンのウズベク族女性① ●

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 17日 A従姉妹 ●

夫の友人男性①（クルグズスタン女性①の送迎） ▲

クルグズスタンのウズベク族女性①（帰国） ●

新疆からきた退職医者女性 ●

3月 18日 A姉 ●

A従姉妹 ●

新疆からきた退職医者女性（友人女性の家へ） ●

A兄 ▲

3月 19日 A兄 ▲

凡例
女性 ●
男性 ▲
子供 ■
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付表 1-2　A宅② 5月 27日～ 6月 4日の 9日間における訪問客・宿泊客

女性 男性 子供 宿泊女性
宿泊
男性

宿泊
子供

5月 27日 向かい宅の女性（トルコ人）と立ち話 ●
アラビア語の教師（シリア人） ●
A夫と男性（男性は屋内が見える位置には立たな
い） ▲

新疆からきた退職医者女性（空港より A夫送迎） ●
5月 28日 新疆からきた退職医者女性 ●
5月 29日 A夫と男性 2人（顔見れず）「客間で人はいないか」 ▲▲

A従姉妹 ●
5月 30日（友人女性①の家に行く。A従姉妹そこで宿泊） ●

アラビア語の教師女性（シリア人） ●
新疆からきた退職医者女性 ●

5月 31日 A従姉妹 ●
新疆からきた退職医者女性 ●

6月 1日 新疆からきた退職医者女性 ●
A従姉妹 ●
友人女性① ●
友人女性①の夫（トルコ人） ▲

6月 2日 ミルク売り男性（トルコ人） ▲
新疆からきた退職医者女性 ●
A従姉妹 ●
A夫の店舗の従業員男性 ▲
（A兄の嫁になるはずだった女性（離婚）電話）
階上の女性（トルコ人）ハルワお裾分け ●

6月 3日 アラビア語の教師女性（シリア人） ●
A従姉妹 ●
新疆からきた退職医者女性（帰国） ●

6月 4日 A従姉妹 ●

凡例
女性 ●
男性 ▲
子供 ■
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付表 2　B宅 6月 6日～ 3月 19日の 8日間における訪問客・宿泊客

月日 訪問者内容 女性 男性 子供
6月 6日
6月 7日 ウイグル族女性「子供をトイレに行かせたい」

（ジェルバップなので人相不明）
● ■

下階のウイグル族女性の娘 ■
水売り（トルコ人） ▲
上階のウイグル族女性，コイマックの差し入れ ●

6月 8日 （イスラームの勉強会） （○）
下階のウイグル族女性 ●
（職場のピクニック（30数名の女性と子供，男性 2人）） （○） （△）
下階のウイグル族女性とその子 ● ■
（コンピューターの授業。下階の女性も一緒に）
（下階の女性宅で食事（Bと 3人の娘，筆者））

6月 9日 自宅でイスラームの勉強会
ウイグル女性 7人，子供 8人 ●×7 ■×8

6月 10日 下階のウイグル族女性宅からふくらし粉貰う
下階のウイグル族女性宅からたまねぎを貰う
上階のウイグル族女性，トマトとナンを届けてくれる ●
職場のメッセンジャー少年 ▲
ウイグル族の学生（娘と一緒に来訪し帰宅） ■
Bdu（ウズベク族女性 [夫はウイグル ]） ●
上階のウイグル族女性（果物をもらいに） ●
下階のウイグル族女性 ●

6月 15日 下階のウイグル族女性 ●●
食品会社の授業へ
（女性 9人，子供 1人で授業へ） （○） （△）
（その後 B1人コンピューターの試験） （○） （△）
（キルギス出身のウズベク族宅へ。夫はウイグル）

6月 16日 八百屋，人参 200 kg配達 ▲
※配達の男性は神隠しにあったかのようにいない

6月 17日 17宅に人参を持って行ってもらう ●×21
（コラーンを読む発表会） （○） （△）

凡例
女性 ●
男性 ▲
子供 ■
不特定多数女性 ○
不特定多数男性 △
住居外で出会った関係（　）
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なりたっているという可能性である。

　図 5，6，7，8は，A宅，B宅，C宅でみられた訪問者を，女性，男性，子供（未

婚者）と区別によって示し，そのうえで男性の訪問者について示したものである。こ

こにみいだすことができるのは，男性の訪問者は多い場合でも 20数％を越えること

はなく，男性の宿泊者はいないということ，そして訪問者の多くは女性であるという

ことである。そうした女性の割合は A宅①では 58％（訪問＋宿泊），A宅②では

76％（訪問＋宿泊），B宅では 72％，C宅では 39％という数値になる。C宅では女性

より子供の割合が高いが，これは，C宅が階下の女性とのあいだで新生児の薬の受け

渡し等をおこない，子供がそのお使いをおこなっていたためである。こうした場合を

除くと子供は単独の訪問者であることはあまりなく，そのほとんどが母親の同伴であ

ることを考えると，A宅①では 77％，A宅②では 76％，B宅は 94％，そして C宅で

は 94％が女性と子供であるということができる。これによって，家庭における訪問

者は，7割以上は女性と子供であるということができる。

付表 3　C宅 6月 22日～ 6月 30日の 9日間における訪問客・宿泊客
女性 子供 男性

6月 22日（Dから電話） （◎）
6月 23日 Bduの長男（料理委託のお使い） ■

友人の大学生（女性，背負い帯の差し入れ） ●
夫帰宅後に男性 ▲
（下階の Bdu宅へ）

6月 24日（筆者，Bの娘と委託した料理を受け取りに）
Bduの長男（薬を渡しに） ■

6月 25日 Bduと長女 ● ■
（Bから電話） （◎）
（夫の仕事仲間の妻①から電話） （◎）

6月 26日（下階の Bdu宅へ）
6月 27日 管理人（トルコ人）バケツに水をもらいに ●

Bduと次女 ● ■
6月 28日 Bduと長女と次女 ● ■■
6月 29日 夫の仕事仲間の妻①と娘 2人 ● ■■

（サウディのウイグル族から電話） （◎）
6月 30日 Bduと長女と次女 ● ■■

凡例
女性 ●
男性 ▲
子供 ■
電話 （◎）
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事例 3-2：「夫がいない家には男性は来ない（Yoldashim yoq bolghandin kéyin er kishi 

kelmeydu.）。」（2012年 3月 3日）

　事例 3-2は，A宅において，工事の人間が家に来るといわれていたときに，筆者が，

修理夫（＝男性？）が家に来るのなら，スカーフを巻いて準備していようかといった

ときに Aが答えたことばである。この Aのことばからは，女性のいる家へ誰かが来

るということは，それがかれらのあいだでは女性であるという前提をもっていたこと

を示している。

　図 5，6，7，8から示されるのは，Aのことばにみられるように，男性訪問者の訪

問には，一定の特徴をみいだすことができる点である。それは物売りといった人びと

を除けば，男性の訪問者が，その訪問を，配偶者のいる女性同伴の夫の立場での訪問

か，家庭に夫という男性がいる時のみの訪問か，運転手等に徹する等，固定された役

割を実行するにとどめている点である。図 5の A宅①は，その調査が引っ越し直後

であったこともあり，3人のトルコ人の修理夫が家内の機器整備のためにおとずれて

いた（図 5番号 5，6，7）。また，夫の友人男性たちが，家財搬入の手伝いを夫とと

もにおこなっていた（図 5：番号 3，4，各 4回ずつ）。そうした人びとを除くと，み

図 5　A宅① 19日間の訪問・宿泊者にみる男女別割合と男性訪問者
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られた男性訪問者は，Aの姉の夫（図 5番号 2 ※妻とともにきて妻を残しすぐ帰る），

客人女性の送迎を車でおこなった夫の友人男性（図 5番号 3，5回），そして客人女性

の出稼ぎの雇い主としてまねかれたトルコ人夫婦のうちの夫である。このうち，Aの

血縁の兄のみは，A宅にて長くとどまり，Aとの会話をゆっくりとおこなっていた

（図 5：番号 1）。このように，男性訪問者は，一部を除けば，限られた役割をはたす

図 6　A宅② 9日間の訪問・宿泊者にみる男女別割合と男性訪問者

図 7　B宅 8日間の訪問者にみる男女別割合と男性訪問者
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ものとしてみいだすことができる。

　図 6の A宅②の調査時は，A宅①に比べると，引っ越しも済んだ状態であり，こ

こでは修理夫といった人びとの訪問はみられなかった。ここでみられたのは，Aの夫

に昼食への同道をうながされた Aの夫の仕事仲間の人びとである（図 6：番号 1，2，

3，4）。かれらによる訪問はその多くが Aの夫によって慎重に隔離され，筆者からは，

かれらの顔を確認することもできなかった。この他，物売りが 1人（図 6：番号 6），

そして夫婦による訪問として，ウイグル族の妻の訪問にトルコ人の夫がついてきたこ

とをみいだすことができる（図 6：番号 5）。後者には，かれらのあいだの通婚関係の

存在を確認することができる。この男性による訪問は，トルコの習慣である妻の一人

歩きはさせないということによると Aや他の女性たちが指摘していたものであるが，

かれを迎えた女性たちは，かれから，あえて隠れるということはなかったものの，か

れの訪問時間に A宅でかれの相手をする人間はいなかったため，部屋では放ってお

かれているということがみられた。

　図 7での B宅での調査は，夫不在であったため，こうした夫をめぐる男性の訪問

者はみられない。B宅でみられた男性訪問者は，Bの職場の少年が用聞きに来た以外

では（図 7：番号 1），水売りと八百屋という物売りがみられたのみである（図 7：番

号 2，3）。このうち水売りは筆者が応対し（B不在），八百屋は，Bの職場での集ま

りのための 200 kgの人参の配達の際，八百屋のノックでこちらが扉をあけたとき，

そこには人参だけがおいてあり，八百屋はそこからはいなくなっているという訪問形

態であった。

図 8　C宅 9日間の訪問者にみる男女別割合と男性訪問者
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　図 8の C宅では男性訪問者は 1名がみられたが，この男性は，Cの夫が帰宅した

直後にやってきて，Cの夫とともに商品を運び出していったのみである（図 8：番号

1）。このように，男性がいれば男性の訪問者がみられるということは（A宅①②，C

宅），住居が固定した女性か男性かの空間ではなく，そこに誰がいるかで変わる空間

としてあることを示している。しかし，男性は多く男性同士の関係に隔離され，また

男性自身も女性のいる場所を避けるようふるまっていることを考えると，そこは男性

にとってはやはり一時的な空間であるということができると思われる。このように，

図 9　A宅① 19日間における訪問・宿泊者
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住居では女性同士，男性同士のつきあいが柔軟性とともにわけられ，それによって住

居内はおもに女性のつきあいの場となっているということができる。

　2点目の特徴は，訪問者の民族に，共通して若干のウズベク族31）がみられることを

除くと，そこにはウイグル族にかぎられた，民族的にほぼ単一のつきあいが構成され

ている点である。図 9～ 12は各家庭に占めるウイグル族（ウズベク族）以外の民族

の割合とそれぞれの訪問者の内容について示したものである。図 9の A宅（①）で

みられた約 10％のウイグル族（ウズベク族）以外の人物は，引っ越ししたての A宅

で呼ばれた修理夫と（図 9：番号 18，20，21，22），出稼ぎをしに来た客人女性の雇

い主として紹介されてきたトルコ人の夫妻（図 9：番号 19，23），そして引っ越しの

様子をみにきた大家の親族，近所の人びと（図 9：番号 16，17）といった人びとであ

る。そこにみいだすことができるのは，かれらが A宅にとって一時的な関係にある

人物にすぎないという点である。例外は，Aの兄の妻であるトルコ人女性であるが

（図 9：番号 15），前述したように Aの兄自身は同じ期間に単独で A宅を 5回訪れて

いる。そのため，Aの兄の同道による Aの兄の妻によるこの 1度の訪問（付表 1-2：

図 10　A宅② 9日間における訪問・宿泊者
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3月 6日）は，Aの兄の妻があまり A宅には来る存在ではなかったということを示し

ているように思われる。同じように図 10の A宅②でみられたのは，そうした近所の

人物や物売り（図 10：番号 9，10，11）を除けば，友人女性の夫のトルコ人男性であ

るが（図 10：番号 8），この人物が，つきあいとして意味がない訪問をしていたのは

前述のとおりである。

　B宅でみられたウイグル族以外の人物は，前述の水売りの男性（図 11：番号 2）と

八百屋（図 11：番号 3）である。C宅では，建物の管理人であるトルコ人女性がバケ

ツに水をもらいにノックしてきたのをみたのみである（図 12：番号 8）。ここにみる

ことができるのは，A宅，B宅，C宅において，トルコ人という人びとは，継続的な

つきあいをする対象としては存在していなかったという点である。かれらは，隣人で

あるトルコ人をまったくそのつきあいに組み入れてはいない。

　こうした家庭の訪問客にみられる特徴の 3点目は，そうして迎え入れられた女性で

ありウイグル族（ウズベク族）であるという人びとが，多くかれらと仕事をこなす関

係者であり，こうした客の多くが，家庭の夫の仕事とも直結した人物であることであ

る。仕事をしている B宅では B自身の仕事に関する訪問者が多いことに加え，C宅

では夫の仕事仲間の妻と子（図 12：番号 2，3，4）が訪れている。こうした点は，A

宅ではさらに顕著で，夫が販売する商品を海外から運んできたクルグズスタンの女性

2人（図 9：番号 5，6：10泊，8泊滞在）と，同じく商品を運んできたと同時に，将

来的に Aに医術のトレーニングをほどこし，Aの夫の仕事を Aが分担していくこと

図 11　B宅 8日間におけるウイグル族以外の訪問者
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を視野に入れた女性が長い期間 A宅をおとずれていた（図 9：番号 4，12泊）。後者

の人物による訪問は A宅②の調査においてもみることができる（図 10：番号 2）。こ

のように Aという人物は，夫の仕事をめぐって輸送や仕事をおこなう人びとをもて

なし，夫の仕事を Aの立場でともにこなす人物ということができる。この点は，A

の夫を含む，夫である男性達が，外部での企業といった社会的集団に属さず働いてい

ることとも関連してくる問題であると思われるが，家庭における女性のつきあいは，

金銭をかせぐ夫達の「公的」空間におけるつきあいと直結している。そして，そうし

た親族と仕事関係の人物というカテゴリーをのぞくと，あまり客としての多様性がみ

られないのも，訪問者の特徴である。

　このうちウズベク族という人びとの存在について若干述べると，B宅，C宅でみら

れた Bduとしたウズベク族の人物は，共通した 1人の人物を指している（図 11：番

号 1，図 12：番号 6（＋ 7））。ウイグル族（新疆カシュガル出身）を夫とするという

ウズベク族のこの女性は，Bがパキスタンに滞在していたときからの友人である。彼

女は，Cがザイトゥンブルンに引っ越してきた際，Cが新居とした同じビルに住んで

おり，Cが Bに連絡をとった際，彼女にも助力をこえと Bが Cに紹介してくれたの

図 12　C宅 9日間における訪問者
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だという32）。このつきあいからは，かれらが自身の経歴において出会った人びととの

つきあいを長くはぐくんでいるということを読み取ることができる。しかしそうして

みてみると，Bはパキスタンにて，Cはサウディアラビアにて長くをすごしてきたと

いう経歴をもつ。そしてかれら全員が，大学卒業までをすごしてきた中国がある。し

かし，かれらはそうした国の人びととのつきあいをまったくはぐくんではいないので

ある33）。このことは，かれらが隣人としてでもムスリムとしてでもなく，ウイグル族

とウズベク族という，民族的に近い人びとのみをつきあう対象としえてきたというよ

うに考えることができる。そして，このような訪問者が，A宅では新疆やクルグズス

タンといった海外からの人物であったことを考えると，トルコ人を含む他の民族を隔

てる壁は，かれらにとって，物理的距離よりも越えがたいものとしてあったというよ

うに考えることができる。

　こうしたウイグル族家庭のつきあいの記録に，アラビア語の教師だというアラブ女

性がいた（図 10：番号 12）。この人物は，A宅の近くのイスラーム学校の教師で，コ

ラーンのアラビア語，フスハー（正則アラビア語）を Aに教えるために訪れていたが，

シリア国籍だというこの女性は，トルコ語が話せなかった。そのため Aとこの女性

は，覚えたてのアラビア語での会話をおこなっていた。ここにみることができるの

は，トルコ社会にとって異民族であるかれらが，このアラブ女性の存在を含め，トル

コ人社会から乖離し，コラーンのアラビア語，つまりイスラームと直結していたこと

を示していたように思われる点である。

　こうしたつきあいをおこなう家庭でみられた食事内容を示したものが表 1である。

表 1が示しているのは A，B，C宅で食された料理内容のほとんどが手づくりのウイ

グル料理であり，外部からの購入によるトルコの料理の流入等が，ほとんどみられな

いことである。A，B，C宅においてトルコ料理がみられたのは 2回だった。1度は

ウイグル族同士のコラーンの勉強会に Bがつくった，Bがボレック（BÖREK）と呼

んだものであり（表 1：B宅 6月 9日），もう 1度が A宅でトルコ人を迎えた際に A

が準備したチョルバ（ÇORBA）である（表 1：A宅① 3月 17日）。

　Bのボレックは，Bがユフカ YUFKAとよんでいた小麦粉の皮34）で，いためたレタ

スと卵を巻き，オーブンで焼いたものであった。この調理法を Bはトルコ人にならっ

たのではなく，トルコ人とのコラーンの勉強会等で見て，つくりかたを適当に真似た

のだといっていた。ただこうした小麦粉の皮で巻いてつくる料理は新疆にもあるた

め35），トルコ料理の流入とはあまりいいがたい点も指摘できる。

　チョルバは，家政婦としての出稼ぎをしたいと A宅を訪れていたウズベク族女性
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表 1　A・B・C宅においてみられた食事の内容

A宅① 19日間の食事内容

3月 1日 ピッティルマンタ（テイクアウト）
3月 2日 マンタ・サモサ（テイクアウト）
3月 3日 米飯・サイ
3月 4日 ラグメン（昼），ジュワワ（夜）
3月 5日 ジュワワ
3月 6日 ラグメン（昼）ジュワワ（夜）
3月 7日 ポロ
3月 8日 ポロ（昼）ウギュレ（夜）
3月 9日 ガンパン
3月 10日 ガンパン
3月 11日 ボラックマンタ
3月 12日 ポロ
3月 13日 ジュワワ
3月 14日 ラグメン
3月 15日 ガンパン
3月 16日 ダーパンジー
3月 17日 ラグメン（※チョルバ，客へのみ）
3月 18日 ポロ
3月 19日 ラグメン
※ A①注：1日と 2日のテイクアウトは引っ
越し直後による台所環境不備のため。

A宅② 8日間の食事内容

5月 27日 インスタント・ラーメン
5月 28日 ガンパン
5月 29日 ポロ
5月 30日 ポロ（友人宅への招待）
5月 31日 ダーパンジー

チュチュレ
ギョシュショルパ

6月 1日 ラグメン
6月 2日 ガンパン
6月 3日 ラグメン

B宅 7日間（＋半日 2回）の食事内容

6月 6日 鶏肉・ナン（※半日調査）
6月 7日 ラグメン
6月 8日 サイ（ラグメンの残り）とナン

ラグメン，マンタ（階下ウイグ
ル族宅差し入れ）

6月 9日 ボレック

ガンパン
6月 10日（ナン茶のみ）

14日夜 マンタ
6月 15日 コイマック

サバのオーブン焼き
6月 16日 ポレ

ヤップマ
6月 17日（ナン茶のみ）（※半日調査）

C宅 8日間（＋半日）の食事内容

6月 22日 スユカシ（※半日調査）
6月 23日 ショウグルチ

スユカシ
6月 24日 スユカシ，ショルパ

チュチュレ
6月 25日 ショルパ

インスタント・ラーメン
6月 26日 メンチーゼ

鶏肉のオーブン焼き
6月 27日 ラグメン

チュチュレ
6月 28日 羊の頭と蹄の煮もの

インスタントラーメン
6月 29日
（断水）

スユカシ
ラグメン（テイクアウト）

6月 30日
（断水）

チュチュレ
ショルパ

※全体注 1：料理が特にとられていない時間
にはナンと茶がとられていた。
※全体注 2：インスタント・ラーメンはすべ
てインドネシア製だった。
※全体注 3：本稿では料理内容の詳細は割愛
する。料理については熊谷（2011）あるいは
Abdukérim（1996）参照。



国立民族学博物館研究報告　 38巻 2 号

230

に，Aの夫が雇い主として探してきたトルコ人夫妻を引き合わせ夜のためにつくられ

たものだった。それは日々手づくりの料理を準備していた A宅①の調査時において，

初めてみられたインスタント食品36）の料理だった。Aはこれを「“トルコ人というの

はチョルバを飲むものだ（Turkler digen chorba ichidu.）”」といいながらつくり，客の

前へと持っていった。しかしほとんど飲まれずかえってきた。このチョルバとそれを

めぐる Aとトルコ人夫妻のやりとりからは，A宅ではトルコ人とのあいだでの食事

をともにしたつきあいがほとんどなされていなかったことを推測することができる。

イスタンブルのウイグル族家庭では日々ウイグル料理がつくられ，そこにはトルコ料

理の流入や，その他の工業製品への依存がほとんどみられない食事の場がつくられて

いたといえる。それは，2章でみた，他者の触れた食べ物への抵抗を反映してなり

たった食事の場であったというように考えることができる。

　このようにイスタンブルのウイグル族家庭では，ウイグル族同士で，手づくりのウ

イグル料理をかこむ，ウイグル族同士での仕事をする関係の人びとによるつきあいの

空間が形成されていた。このことは，かれらのなかにはトルコ国籍をとり，トルコの

滞在が 8年（A），10年（B）におよぶ人物がいることを考えると，かれらにとって，

ムスリムとしてトルコに暮らすということが，トルコの料理を食べず，トルコ人との

つきあいをおこなわない，ウイグルであり続ける暮らしをすることであったというこ

ととして考えることができる。

3.2　さけあう人びと

　これまで家庭を持つ人びとの住居という場におけるつきあいと食事のありかたを確

認してきた。そこにみられた特徴は，自民族とのつきあいにかたよったものであった

と考えることができる。こうした点は単身者の Dや，宿舎 Eの学生にとってはそれ

ぞれどのようになっているのか。この点を，まず Dからみていく。

　Dは第 1章 3節において述べたようにに 13人のトルコ人女性たちと，ひとつのア

パートの部屋で共同で暮らしている。ウイグル族同士で住む学生がいたのを知ってい

た筆者は，どうしてウイグル族同士で住んでいるところにいかなかったのかと聞く

と，Dは「“面倒だから（Awarichliq）”」と答えた。

　Dが仕事をするのは，ウイグル族の人物の会社で，ここの社長男性は Dの友人の

友人の弟ということであった。仕事をする Dは，毎日トルコ人を含めた多くの人び

とと顔をあわせる。朝アパートを出ると，Dは仕事場まで徒歩でかよう。30分ほど

の道のりの後，Dが仕事場でまず会うのが，常駐する社長と 2人の息子，ウイグル族
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表 2　Dの 7月 3日～ 7月 28日の 26日間において出会った関係

日にち 勤務状況 出会った人物（or機関）
Ωレストラン
利用

女性 男性 目的・その他

7月 3日 休み 教師男性（カイセリ在住） □ ▲ 筆者を紹介するため
7月 4日 出勤 教育事務女性 ● 筆者を紹介するため

教育事務女性の母 ● 〃
7月 5日 出勤 ワクフ ○ 筆者を紹介するため

7月 6日 出勤

7月 7日 出勤

7月 8日 出勤 E1 ● 友人の事務手続き手伝いのため
7月 9日 出勤
7月 10日 休み 商人女性（自宅での手づくりポロ） ●

商人女性の夫 ▲
社長の妹の結婚式 ○△

7月 11日 出勤 マレーシアを経由してきた姉弟 ● ▲
ウイグル族男子学生 ▲ 姉弟の宿舎手配手伝い

7月 12日 出勤 マレーシアを経由してきた姉弟 □ ● ▲
7月 13日 出勤 □（筆者と）
7月 14日 出勤 □（筆者と）
7月 15日 出勤
7月 16日 出勤 マレーシアを経由してきた姉弟＋ウズ

ベク族男性

□ ● ▲▲

7月 17日 休み マレーシアを経由してきた姉弟 □ ● ▲
7月 18日 出勤 ワクフ ○ 筆者を紹介するため
7月 19日 出勤 □
7月 20日 出勤
7月 21日 出勤 社長，社長の息子と進学祝い □ ▲▲
7月 22日 出勤 マレーシアを経由してきた姉弟 □ ● ▲
7月 23日 出勤 マレーシアを経由してきた姉弟＋ウズ

ベク族男性

□ ● ▲▲

7月 24日 休み マレーシアを経由してきた姉弟 □ ● ▲
B ● 挨拶のため
（C） ● 挨拶のため（※訪ねたが不在）

7月 25日 出勤
□

7月 26日 休み
7月 27日 出勤 マレーシアを経由してきた姉弟 □ ● ▲
7月 28日 出勤 □（筆者と）

凡例

ウイグル族

Ωレストラン利用 □
女性 ●
男性 ▲

不特定多数女性 ○
不特定多数男性 △
ウイグル族以外 ☆
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の男性社員 1人，そして 7人のトルコ人である。この 7人は企画が 2人，制作が 2人，

製品運搬が 1人，社員・客のためのワゴンの運転手が 1人，Web担当が 1人であった。

このうち企画・制作のそれぞれ 1人ずつとWeb担当者との 3名が女性であった。こ

の 7人の人びとは常駐しているわけではなく，必要に応じて事務所に出入りしてい

た。Dはその全員とわけ隔てなくむかいあっていた。このように，Dはトルコ人とと

もに働く人物であった。また男性と顔をあわせる作業も，Dにとっては常態である。

食事に関しては，朝は社長が Dのためのナンと茶を準備し，昼はウイグル・レスト

ランからの出前をとり，夕は前述したように近くのトルコ料理店から宿舎への配達で

まかなっていた。このため，特にこの夕食の点からみて，Dとトルコ料理との接点は

比較的多かったといえる。この意味でウイグル族の人びとによるトルコ料理への抵抗

も，個人差をもつものであることが示される。

　このように Dは住居と会社のその双方でトルコ人とむかいあう。しかし Dが仕事

場外で顔をあわせた関係をおうと，その中身は変わってくる。表 2は，7月 3日～ 7

月 28日の 26日間において Dが仕事場外で顔をあわせた関係を示したものである。

そこにみることができるのは，Dが仕事場以外で顔をあわせた関係が，筆者の宿舎さ

がしのために訪問したワクフ（7月 5日，7月 18日），友人の友人として同席したウ

ズベク族（7月 16日，7月 23日）男性の存在を除けば，ウイグル族以外と会うこと

はなかったということである。そしてそのつきあいには，ある特徴をみいだすことが

できた。

事例 3-3：知人のひとりが，Dへの借金を未返済のまま新疆に帰ってしまったとき，

Dは職場から新疆にいる妹に電話をかけ37）「（彼女の）容貌を知っているでしょう

（Chirayni bilisizghu?）」と妹にとりたてを依頼していた（2012年 5月 22日）。

　事例 3-3は，Dのトルコにおける交友関係のひとつが，妹も顔を知っているという

範囲でおこなわれていたことを示している。このことは，トルコ滞在 1年半を経た D

のつきあいが，郷里をともにし，かつ妹という血縁と面識を共有する範囲というせま

さにおいてなりたっていたことを示している。このような点は Dのつきあいの随所

に確認できるものとしてあった。

　表 2の 7月 10日に出会った人物に，ウルムチ出身の知人の商人女性とその夫とい

う人物がいるが，この商人女性はもともと 6月 14日時点で，ウルムチにいる Dの友

人からの Dへの贈物を届けに来たというかたちで筆者が知ることができた人物で
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あった。7月 10日に彼女がザイトゥンブルンの自宅において手づくりの料理による

食事をまじえ Dとのあいだでおこなったのは，彼女がウルムチでの販売を目的に，D

の会社の商品を料金未払いで持っていくという商談であった。話がまとまった日の

夜，Dと社長が，商品も売り上げも，何かあれば Dの家族に送り返させればいいか

らと話しながら梱包をおこなっている姿をみることができた。ここにみることができ

るのは，この商人女性が Dの友人，そして家族とのあいだの複合的な関係に結ばれ，

監視されうる人物としてその行動をなりたたせていたということである。

　7月 8日には，宿舎 Eの E1と会っている記録があるが，これは，新疆にいる友人

女性の奨学金の手続きを代行することになった Dが，事務所を知っている E1を案内

役として呼び出したものだった。ここにおける新疆の友人女性とは，Dがトルコにい

る関係において唯一友人（Dost）と呼ぶ人物で中国の義烏で Dと Cがともに働き，

かつ Dと Cとの関係をイスタンブルで結びつけた人物であった。彼女は Dより先に

トルコに来て勉強を始めていたが，このとき出産のために一時新疆に帰っていた。

　上記女性は Dに 2000 TLほどの金を貸していたが，表 2の期間中，彼女に金が要

り用になったので貸していた金を返して欲しいといってきたことがあった（7月 15

日）。このとき Dには金がなかった。そのため Dは，まず新疆にいるウイグル族の友

人38）に借金の相談をしようとするが，これは Dの職場の社長がいやがった。社長は

友人に借りるくらいなら自分から借りればいいといいはり，Dが新疆へ電話をかけて

いるときには，わざと背後で聞き耳をたて，借金の話をしないよう見張ったりしてい

た39）。その金は，近々帰国する予定であった E1に渡してもらうという話もすすんで

いたが，この話は金が準備できなかったため立ち消えになった40）。このことは E1と

いう人物も Dの友人女性ととのあいだで複合的に面識を結びあっていた人物であっ

たことを示している。このとき Dは筆者にも借金の相談をもちかけてきていたが，

額が大きかったために筆者が躊躇すると，最終的には新疆の母と妹から借り，友人女

性には妹が直接返しに行くというかたちでことがすまされた。最後の点には社長の妨

害はなかった。

　また，表 2の 7月 11日～ 27日には，マレーシアを経由してやってきたウイグル族

のキョウダイという人物がいるが，かれらと Dとは連日ウイグル・レストランでの

食事をともにし会っていた。しかし Dはかげではかれらとのつきあいをとてもいや

がっていた。それは，かれらが面倒な人間であり，また昔 Dの両親は貧しいという

話を知人のあいだでしたからだといっていた。

　そこにみることができるのは，表 2にみてとれる Dのつきあいが，筆者のためと
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いう特殊な用事をのぞけば，母親と妹との関わりあいとのあいだでのみおこなわれて

いたという点である。つまり，Dのこのつきあいは，おもに母親と妹が同時にことに

あたることのできる範囲で成立すると同時に，そこに影響を与える範囲で維持され，

その条件のなかで閉じているということである。そして，Dはそうした人間関係をで

きるだけ小さくとどめるよう，注意をはらっていた。

事例 3-4：筆者が宿舎 Eに住みはじめる際，Dが筆者に「“かれら（宿舎 Eの少女達）

に私のことをいわないで。面倒だから（Ulargha méning ishini dima. Awarichliq.）”」と

いう。（2012年 7月 18日）

事例 3-5：レストランで Dが自分の妹の友人だという人物と挨拶をする41）。しかしそ

の後，Dは彼女に自身が「妹の姉」だということを伝えていないという。なぜなら

「“知りあいになる人物は，少なければ少ないほどいいから（Tonush shnche az bolsa 

shnche yaxshi.）”」という。（2012年 7月 16日）

事例 3-6：ザイトゥンブルンのウイグル食堂のひとつで，買い物中に，Dが店主の男

性に新疆での家はどこにあるのかと聞かれ「○○路」とこたえる。筆者は Dの家が

△△路だとわかっていたので，店の外に出た際，なぜ嘘をいったのか？と聞くと，○

○路には祖母の家がある。だから完全に嘘をいったわけではないという。そして，そ

うでなければ「“かれらがわかってしまうだろう（Ular biliwaldughu.）”」という。

（2012年 7月 24日）

　事例 3-4，5，6からうかがえることは，ウイグル族同士のあいだで情報を隠しあい，

ときには嘘に近い発言も混ぜることで，他者との接点ができることを避けあっている

ことである。このように Dはそのつきあいにおける他者に反発を示していた。ここ

において，注意を要する点は，Dはもともとウイグル族同士の間にはいると「“わず

らわしい（Awarichliq）”」といって，トルコ人との宿舎に住んでいたという点である。

Dは，そうしてウイグル族同士の接点を避けていたが，結果として彼女のつきあいは，

ウイグル族同士，かつ，母親と妹とが面識を共有できるというせまい関係に内向して

いるのである。Dの行為は，自身のウイグル族同士のつきあいが不用意に拡大しない

よう隔離したものといえ，トルコ人とともに暮らしているが，現在の Dのつきあい

に，トルコ人が組み込まれていないということは，トルコ人が妹や母親とのあいだの
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関係に入りうることはないため，Dの価値観において，それが隔離になるとみなされ

たと考えられる。つまり Dはトルコ人と住んでも「わずらわしい」ことにはならな

いということを知っていたということになる。そして結果としてそのようなつきあい

は成立している。その意味で，Dとトルコ人とのあいだには，同質の秩序にもとづく

相互の反発があったという可能性も，また考えることができる点である。同様な点

は，A宅の引っ越しにもみることができる。A宅はもともとザイトゥンブルン地区に

あったが，「“（ウイグル族同士の）話が多すぎる（Gep jiq）”」といってファティーフ，

そしてスルタンベイリーへと引っ越している。そして，これまでみてきたように，A

宅でのつきあいは親族，仕事を中心としたウイグル族同士のつきあいとして，ファ

ティーフ地区での 2010年時 A宅①，スルタンベイリー地区へと引っ越した 2012年

時 A宅②のあいだであまり変わっていない。Aと Dとはウイグル族を避け，トルコ

人のなかへ飛び込むことによって，結果としてトルコ人とのつきあいではなく，より

小さく密なウイグル族同士のつきあいへと内向しているのである。

　こうした内向を示す Dとのつきあいを成立させようとこころみたと思われる人物

に会ったことがあった。その人物のふるまいを示したものが，事例 3-7である。この

事例 3-7の人物は，表 2において Dがくりかえし使っていたレストラン（表 2：7月

12日～ 7月 28日「Ωレストラン利用」項参照）の店主である。Dは，このレストラ

ンを 7月 3日に出会ったウイグル族の男性教師に教えられ（表 2，7月 3日参照），そ

の味がいいことから機会をみつけてはここにかよっていた。事例 3-7は，そうして

13回目に来店した Dに，店主の女性からきりだされた 7月 28日での会話である。

事例 3-7：

質問 1：「家はどこ？（新疆の・ウルムチの）」（※事例 3-6とは異なり，Dは「△△路，

□□公司のそばのビル」とはっきりと答えていた。）

質問 2：「父母の名前は何？（子供の名前は聞かれなかった）」

質問 3：「近所の人の名前は？」

質問 4：「何人キョウダイ？」

質問 5：「父母の仕事は？」

　質問 5においてコックの夫のほうが，同じ質問で Dの父が商売をしていたと知り，

「ああ！」と気づいたように手を打ち「“私たちはもともと知り合いだったのだね

（Biz eslide tonush ikenmizde.）”」という。この会話後，レストランを出た Dは「“こう

いうふうになってしまうの…（Mundaq bop qalidu.）”」という。でも事例 3-6のようで
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はなく本当のことをいっていたというと「“かれらはいい人間だ（Ular yaxshi.）”」と

いう（2012年 7月 28日）。

　ここにみることができるのは，かれらのつきあいは顔をあわせていても成立しない

という可能性である。それは事例 3-5において，挨拶をかわしていても，妹の姉だと

いっていなければ，「知り合い」にならずにいられたという点，13回かよっていた D

と店主ともこのような会話を必要としたという点から示される点である。事例 3-7が

示しているのは，Dとのつきあいを確立するためには，Dと関係の近い人間を同定し，

共有することであるということが，食堂の店主たちにはわかっており，それをそのと

おりに実行したと思われる点である。そこには，Dのつきあいが，妹と母親とのあい

だにはさまれていたときに成立していたというものと同質の秩序がはたらいていたと

いえる。そうした点から示されるのは，トルコ人という人びとは，いかに近くにいよ

うとも，かれらとのあいだに安定した，複合的なはたらきかけの関係はつくりえない

と思われる点である。

　こうした閉鎖的な特徴は，新疆から来たばかりの宿舎 Eの学生達においてもみい

だされた。表 3は宿舎 Eの 8月 25日～ 28日までの 23日間の食事とつきあいを記録

したものである。宿舎 Eでの調査は，ラマザンの約 1カ月と丁度重なっていたため，

記録は朝と夕の献立と同席した人間関係についておこなっている。断食は，宿舎のメ

ンバー全員がおこなっていた。

　表 3から示されるのは，宿舎 Eの学生たちが，ラマザンの期間の食事を，4人のウ

イグル族の友人（友人①～④）42）をくわえた人数をほぼ最大とし43），ウイグル族同士

で，ウイグル料理のみをかこむことですごしていることである（表 3「夕食をめぐる

備考」項参照）。それは A～ Cにみられた結果と同質の特徴であるといえる。かれら

はこの期間，ウイグル族の教育機関がくばる食事券により，夕食をウイグル・レスト

ランにて無料でとることができた（表 3「夕食」項参照）。そのため，夕食は無条件

にウイグル料理をとることができた。しかし，夜明け前の食事という，前日からの下

ごしらえと，2時間早い起床による調理を必要としても，かれらは手づくりでウイグ

ル料理を準備しつづけていたのである（表 3「朝食」項参照）。かれらにもトルコ人

との交流や，外部からトルコ料理をとりいれるという姿勢をみることはできない。

　ただ宿舎 Eのデータの特徴には，A～ Dにはない特徴的な点を 1点みることがで

きる。それが，おもに宿舎を所有するワクフをとおした，トルコの一般家庭からの食

事の招待という機会がある点である。こうした周囲のトルコ人との食事の場の共有と
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表 3　E宿舎の 8月 5日～ 8月 28日（ラマザン）の 23日間にみる食事とつきあい

月日 朝食 夕食
※招待以外はΩレストラン

夕食をめぐる備考 招待の内容

8月 5日 ■下階のトルコ人家庭から差し入れ
「誰が食べる？」「無駄になる」と言い
あっている。

8月 6日 ポロ 粉湯（フェンタン）
8月 7日 ガンパン スユカシ ■もらった料理が全て腐る。笑顔で鍋

を帰す。
8月 8日 ポロ 招待 ▲招待トルコ人家庭からボーレックを

もらう。
ワクフを通したトルコ人
家庭からの招待
※ E2と筆者のみ参加

8月 9日 ポロ，米飯，サイ炒め マンタ
8月 10日 マンタ，サモサ 大盤鶏 友人①②③④と同席。
8月 11日 ポロ 招待 ◆向かい家庭から残ったスープ（チョ

ルバ）を鍋でもらう（E4のみ友人①②
③と同席）。

向かいの家庭からの直接
の招待
※ E4は Edらとともに Ω
レストラン

8月 12日 ポロ ソーメン（※招待） 友人①②と同席。 ワクフを通したトルコ人
家庭からの招待
※ E2のみ参加

8月 13日 ソーメン（昨日の残り） 大盤鶏 友人④と同席。
8月 14日 ガンパン，芋サイ ラグメン
8月 15日 ソーメン 招待 ▲◆ボーレック，チョルバ完全に腐る。 ワクフを通したトルコ人

家庭からの招待
E3，E4，筆者参加，E2
は母の友人宅へ

8月 16日 ポロ マンタ・ポロ 友人①②③と同席。
E2，母の友の娘が出産したとのことで
アンカラに行く。

8月 17日 マンタ，ポロ 丁丁ソーメン 友人①②③④と同席。
8月 18日 丁丁ソーメン 大盤鶏，麺 友人②と同席。

夜半に E5新疆より帰着。
8月 19日 ナン，牛乳，卵 2個 招待 ワクフを通したトルコ人

家庭からの招待
8月 20日 大盤鶏 コルダック 友人①②と同席。
8月 21日 コルダック 丁丁ソーメン （この日は誰も来ていない）
8月 22日 大盤鶏 コルダック 友人③④と同席。

食堂で 2人の女の子（関係聞けず）と
同席。

8月 23日 2つのサイと米飯 招待 ワクフを通したレストラ
ンへの招待
E3，筆者参加※ E4参加
せず

8月 24日 サイ・米飯 ラグメン E2，アンカラより帰着。
友人①②③と同席。

8月 25日 ラグメン，マンタ 大盤鶏
8月 26日 大盤鶏 ソーメン 友人①②③と同席，その後宿舎 Eに宿泊。

※モスクでカディル・ゲジェスィーを
すごしたため。

8月 27日 ポロ ピッティル・マンタ ※朝食友人①②③と同席
友人①②と同席

8月 28日 ラーズジー，米飯 大盤鶏 友人①②③と同席。

※夕食のレストランでの料理はたびたび持ち帰りにし，朝食にもしている。
※備考における■▲◆は，ひとつの料理をもらってから腐るまでの経過に対応。
※料理の内容については表 1と同様本稿では割愛する。
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いう機会はラマザンの期間以外にはみることができなかった。それは表 3の 8月 11

日において，アパートの同じ階の家庭による招待の場において，かれらが中国新疆の

ウイグル族であるということを紹介しあっていた様子からもみいだすことができた。

かれらは滞在 6ヶ月目にして，このイスラームの祭時に，初めて近所のトルコ人と向

きあう機会をもっているのである。

　ワクフをとおした招待の場は，小規模なものから大規模なものまでさまざまにあっ

た。たとえば，8月 8日に集まった 14人（マケドニア人 5人，カザフスタンのトル

コ人 1人，クルグズスタン人 1人，ウイグル族 2人と引率のトルコ人女性とその娘 4

人＋筆者），8月 15日に集まった 20人（アルバニア人 4人，マケドニア人 3人，ジ

ブチ人 3人，バングラデシュ人 1人，カザフスタン人 2人，ウイグル族 5人，引率の

トルコ人女性 1人＋筆者），8月 19日の 6人（チェチェン人 1人，ウイグル族 4人＋

筆者）である。そこにはイスタンブルにあつまる学生身分にあるムスリムの多様さ

と，そうした人びとを一堂に集める機会となっているイスラームの祭時という点をよ

みとることができる。しかしそうした機会において，宿舎 Eの人びとにみられたの

は，かれらがこの会食をきらい，できるだけ参加を避けようとしていたことである。

宿舎 Eには，ワクフからの連絡をうける人物がひとりおり，それは 8月 15日までは

E2，それ以降は E3がうけもっていた。かれらにみられたのは，ワクフから直接連絡

を受ける連絡役の人物のみはそれを避けえないものとして，参加をしているが（表 3：

8月 8日：E2，8月 12日：E2，8月 23日：E3），それ以外の，こうした話を直接耳

にする立場にない人びとは，こうした場をできるだけ避けようとしていた点である

（表 3「招待の内容」項 8月 8日の E3・E4，8月 11日の E4，8月 12日の E3・E4，8

月 23日の E4）。かれらは，行っていやな顔をしつづけたり，食べずにいたりするこ

とはないが，裏では押しつけ合って，避けてばかりいたのである。

　かれらのそうした拒否の姿勢がもっとも具体的にあらわされていたのが，かれらが

好意でくばられるパンやスープなどを，宿舎にてまったく手をつけることなく，結果

的に廃棄していた点である（表 3：■ 8月 5日もらう→■ 8月 7日廃棄，▲ 8月 8日

もらう→▲ 8月 15日廃棄，◆ 8月 11日もらう→◆ 8月 15日廃棄）。このうち 8月 5

日のものは，下階のトルコ人家庭からの差し入れであった。それは 5人が充分に食べ

られそうな分量の，鍋に入った手づくりのスープ，ナスの煮込み料理，炒めごはん，

市販パッケージのアイラン（AYRAN：ヨーグルトの飲み物）という料理であったが，

かれらはこれを笑顔でうけとりながら，もらったその直後から，すでに廃棄の可能性

を話していた。これは，トルコの家庭料理という珍しい献立を前に喜んでいた筆者を
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驚かせた。そしてかれらは事実，それらにまったく手をつけることなくその後もウイ

グル料理をつくりつづけ，鍋の中身を台所に放置していた。そして下階の少女がその

鍋を引き取りにきた際には，裏で中身を掻きだして洗い，笑顔とキスとともにこれを

返却していた（8月 7日）。

　E2はこの期間，ラマザンを喜び，招待の会食へとむかう道で，ラマザンをする意

味を「食べ物を無駄にせず，空腹の人の気持ちがわかるようになる」と筆者に語って

くれた（8月 8日）。かれらにとって，トルコ人の料理を廃棄するものとすることは，

「食べ物を無駄に」していることにはならないと考えられるのである。あるいは E3

は，ラマザンを評価する語彙を，社会的にみる事実とは切り離して，コラーンのこと

ばをあてはめたと考えることも，また可能であると考える。

3.3　「ムスリム」のなすべきこと

　これまで人びとのつきあいがウイグル族にかぎられ，ウイグル族であってもそのう

えでさらに狭い間柄にかぎられたものとして構築されていることを確認してきた。そ

れは，トルコでの滞在が比較的短い単身者や学生から，在住 8年から 10年という人

物であろうとも，変わらない内向きのつきあいの傾向であったといえる。こうしたか

れらのつきあいにおいて，トルコ人という人びとは，まったくみられないわけではな

かった。しかしかれらがあらわれると，そこではウイグル族同士の関係においてはあ

まりみられないイスラームのもちだされかたがあることをみいだすことができた。

事例 3-8：A宅：A「“大家は普段礼拝をせず，金曜だけ礼拝をする人間だ（Öyning 

igesi namazni oqumay jumedila oquydighan adem）”。そして保証金返さない。」（Aと客

人女性との会話 2010年 3月 3日）

事例 3-9：A宅：A「“大家は礼拝をしない人間だ（Öyning igesi namazni oqumaydigen 

adem.）”」Aの兄「それは悪い人間のようだな（Eski adem ge oxshaydu）」（2010年 3

月 5日）

　筆者がはじめて事例 3-8を聞いたとき，それが非難の表現になりうるのかと考えさ

せられた点である。ゆえに，事例 3-9において，Aの兄が即座に「それは悪い人間～」

をつづけたとき，強く印象に残った点であった。こうした要素の取り上げは，親しく

ない他者への頼みごとの際にもまたみいだすことができた。
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事例 3-10：A宅：Aの夫の友人男性「“クルグズスタンのウズベク族女性②の雇い主

（トルコ人）はスカーフをしているのか？（U yaghliq chigamdu?）”」クルグズスタン

のウズベク族女性①「“ああ。ハッジもしたようだ（Hee, hajimu qilghan.）”」（2010年

3月 13日）

事例 3-11：A宅：クルグズスタンのウズベク族女性①「“クルグズスタンのウズベク

族女性②の雇い主（トルコ人）はいい人間だろうか」A「“ハッジもしたそうだし，

信じられるのではないか（U hajimu qilghan, isheniyalaydughu deymen.）”」（2010年 3月

16日）

　事例 3-9，3-10，3-11，3-12にみいだされるのは，かれらの近しい関係のつきあい

においては 2次的な扱いをされていた礼拝やスカーフの着用といった要素が，その外

部に位置する人間に対しては価値をみいだされていることである。こうした規範的な

行為を基盤としたかたりは，Dにみる，以下の事例においても確認することができた。

事例 3-12：会社の商品のカタログ用写真の撮影日：ラマザンの初日だったが，撮影

をするトルコ人達は誰もラマザンをしていなかった。昼に，カメラマンが昼食の入っ

た紙袋を手にもち裏にまわろうとしながら，Dに「“怒らないで（Hapa bolmang.）44）”」

と声をかけた。Dは「“あなたの取り分を許されてとってください（Hekkingizni halal 

iting）”」とこたえる。そして撮影結果に対して「とても美しく撮れた」「“あなたの仕

事にベリケット（恵み・救い /Beriket　語源：アラビア語）がありますように（Beriket 

bolsun）”」という。そして帰り道の車の中で Dが社長に「“よく撮れていなかった

（Yahxi tartmaptu.）”」「“かれはラマザンをしていないよ（Adashingiz ramzan tutimaydu.）”」

という（8月 1日）。次の日筆者がどうしてあのような本心でない感想をいうのかと

聞くと「よく撮れてなくてもよく撮れていたというのだ。よく撮れていないといった

ところで誰も喜ばない。だが 2度と行かない。」という（2012年 8月 2日）

　事例 3-12にみることができるのは，まず 3-8，9，10，11に通じる点として，Dに

よるカメラマンへの非難が，ラマザンという点に依拠しておこなわれていることであ

る45）。そしてそれはまた，ラマザンをしないカメラマンの前では許しのことばとな

り，評価と非難という両面をつくりながら，一時的であれ，他者とのあいだに穏便な

関係をつくりだしていたといえる。そこには，かれらの社会性がことばの不確かさを
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イスラームで共有しながらその場を精算するという方向性へよりあわせられていると

いうようにみいだすことができる。こうした他者とのあいだのこの局面は，Dを含め

た人びとが，“ムスリム”を語る場面において，重要な側面としてあった。

事例 3-13：Dの宿舎への長期滞在が認められなかった後も，しばらく Dの宿舎に通っ

ていたころ，宿舎管理をしている女性（Dらと同年代）が筆者をみつけて目を細めて

睨んだ。筆者としては当然のことだと思ったので，Dに「彼女に睨まれてしまった」

というと「“ムスリムは本来そういう態度をしないべきなのだが（Muslman eslide 

undaq muamile qilmasliq kérek.）”」といわれる（2012年 7月 15日）

事例 3-14：レストランからの帰り道，Dが「ムスリムとして，やらなければいけな

いこと，やりたくてもできていないことがたくさんある」と嘆息する。筆者が「何が

したい？何かできるなら，どうしたい？」（筆者→着衣や礼拝をもっとただしたい，

という側面かと考えた）「“態度（Muamile.）”」「他の人にもっといい態度をとれるよ

うになりたい」（2012年 7月 28日）

　事例 3-13が示しているのは，筆者が事実「迷惑な行為をしている」ということに

対し，Dがムスリムとはそうした点とは関係なく，表面に気を使うべきだと述べてい

るということである。このことは，Dが彼女をめぐる社会性において，個々人の関係

性の外縁をどこに見定め，社会的な努力をどのようなかたちでどこに求めているのか

を示していたように思われる。そして事例 3-14に示されているのは，Dが「ムスリ

ムとして」やらなければいけないということをそうした「態度」であると述べている

ことである。それは，事例 3-13を含め，ムスリムであるということが，Dをめぐっ

ては，何よりもそうした社会的努力として理解されていたということを示している。

こうした社会的姿勢がイスラームであるとするかたりは，別の人物による会話におい

てもみいだすことができた。

事例 3-15：E友人②が宿舎 E2～ E4との会話において「“宗教（イスラーム）をしっ

かり知っている人間の顔は，どんな人が来てもこんなふうに（ジェスチャー）にっこ

り と 微 笑 ん で い る（Dinni pishshiq bildighan ademning chiray kim kelsemu mushndaq 

tu.）”」（2012年 8月 28日）
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　事例 3-15が示しているのは，かれらが，少なくとも Eの友人②にとっては，おそ

らく人びとが関係性の外にある人間に対し通常はそれを排除するふるまいをしている

ということである。そして，それを変える力として，たとえ表面的であろうとも，そ

こに修正を要請する力として，宗教的価値を措定しているということである。こうし

た場においては行動的な「規範」は，再度かれら自身の自己肯定にともなう否定の対

象になっていた。

事例 3-16：E友人③「“スカーフや長い衣服は私たちに必要なことじゃない（Yaghliq, 

uzun könglek, bizge shert emes.）”」（2012年 8月 16日）※E友人③は礼拝時以外にはス

カーフと長衣を身につけない人物で，この会話はスカーフや短衣・長衣を身につける

E2，E友人①②を前におこなわれていた。

事例 3-17：E友人③「“一番大事なのはスカーフじゃない。他人に悪い目的をいだい

ていない。これも信仰心だ（Eng muhim yenglik emes. Xeqqe yaman niyet yoq. Bu mu 

iman.）”」（2012年 8月 10日）

事例 3-18：E3「“他人の持っている悪い目的を知ることなどできない。それがどんな

ものであっても（Yaman niyet bolghilini bilghili bolmaydu. Néme bolsam.）”」ゆえに，E3

は「“誰に会っても，何をいわれても，ああそうああそう，と笑っていることにして

いる。相手の悪い目的はアッラーが知るだろう（Kim kelsemu néme désem hee hee dep 

turmen. Uning yaman niyet ni alla bilidu.）”」という。（2012年 8月 16日）

事例 3-19：Dの社長「“（トルコ人とは）仕事はできる。でもトルコ人には力は届か

ない（Ish qilalaydu, lékin turklargha küch yetmeydu.）”。仕事は 7割の人間とはできる，

でも心もトルコ人には届かない，友達はトルコ人には 1人もいない。そのなかでも

“イスラームに近い人間とならトルコ人とでも少しはわかりあえる。それでも私たち

はあまり関係しあわない（Eger u Islamgha yéqin bolsa chüsheniyeleymiz. Lékin biz anche 

arilashmaymiz.）”」（2012年 7月 10日）

　事例 3-15，16，17，18にみることができるのは，かれらにとってイスラームとは，

かれらひとりひとりとそのつきあいのほかに，内と外をつなぐ関係性にやどるものと

して考えられているという点である。そして事例 3-19は，かれらという人びとの，
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内向し，容易に同化へとは向かわない人びとのつきあいのありかたを認め，そうした

ことばであることと表裏一体となって，イスラームがこれからもかれらに必要とさ

れ，その社会性を広げる機会を与える機構として存在し続けていくことを示している

ように思われる。

4　結論　かれらの社会性

4.1　正しさのラベル

　本論でみてきたのは，イスラーム圏に移動したはずのウイグルに「ハラール」の問

題があり，かれらの多くがウイグル料理を中心とした手づくりの食事をしていたこと

である。かれらの「豚肉」ということばをめぐる行動は，かれらが規範にしたがって

いたのではなく，かれらのもつ不信に「豚肉」というイスラームのラベルをあたえて

いたものとしてみることができた。そこには，ムスリムの住む土地であれば，食事の

問題は発生しないといった「規範」としての解釈はあてはまらなかったといえる。

　本論は，2章において，エジプトというイスラームの国の生産した食品を信じず，

企業を信じず，またアーリムというイスラーム知識人にしたがわず，イスラームをめ

ぐる印刷物に依拠しない人びとがいたことを示し，かれらが近しい隣人のことばをも

とに状況をすりあわせることで，自身のイスラームの選択をおこなっていたこと確認

してきた。そうした情報のとらえかたに示されたのは，まず 1点目にかれらは，「社

会的に正当な知識」が存在しうると考え，それを参照し，自己を律するというること

をしていない，またはできない人びとであるということである。

　かれらがイスラームをめぐっておこなっていたのは命名され，規範化された「知

識」にてらしあわせ自己を律するという行為ではない。ではかれらは，イスラームを

とおして何をおこなっていたといえるのか。かれらはまず 1点目に，情報を「知識」

とみなすことのない場において，自身の行為が正しい判断をしていることを示すこと

ばを必要としていたと思われる。そうして人びとは目の前にある状況から「よりよ

い」ことを個々人で選びとる行為をおこなっていたと思われる。それは同時に，不信

にみちた社会において，隣人とのあいだで信じられる情報を手探りでさがしだす行為

でもあった。それは「正答」のない場での「よりよい」判断にあてられるものであっ

たといえ，それゆえにこの豚肉というラベルは，事実ではなく目の届く範囲でつくら

れた「安心できる」食べ物とそれ以外をわけるものとして機能していた。それが「食
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べない」行為に対する「豚肉」であり，また正しい行為としての「サワッブ」，罪と

しての「グナフ」であったと考えられる。それは正しさを選ぶ個々人の選択行為その

ものに与えられた，合意を欠いたラベルである。そこにはラベルと客観的事実の結び

つきや，そこに形成されるなんらかの共通合意はなかったといえる。

　そうしたことばをめぐる人間の側にみいだすことができるのは，情報的に孤立した

個々の立場と，そうした孤立した場所をスタート地点として，「よりよい」ものを選

びとろうと動き出す人びとの姿である。そして，かれらの「よりよい」を判断するの

基盤になっているのは，何よりも自己を益するものであった。

　「単一の規範」（大塚 1989: 142–143）とは対極のものとしてイスラームを位置づけ

るこのことばとそれをめぐる人びとのありかたは，ことばというものが人間にとって

どのように社会的に存在しうるのかという多様性のひとつを示していたと考えること

ができる。それは文字情報を規範と考えたこれまでの研究者の思考の経路をも相対化

する，社会的に知識にラべリングをほどこすという方法を欠いた社会で結実した，こ

とばのありかたというものを示していたと思われる。

4.2　社会性の輪郭

　本論では第 3章において，かれらが，住居では，ウイグル料理をともにした，少数

のウズベク族とウイグル族にかぎった小さなつきあい関係を維持していることを確認

してきた。それは，住居としてみた場合，他者の存在をつねに迎え入れる住居という

場の機能に反して，きわめて閉鎖的なものであるということができた。かれらのつき

あいは，信頼できる人間同士の相互関係間に参入することによって，自身の要求を複

数の方向からなげかけることのできる関係に入ったときになしとげられていた。それ

は，個々人が個々人の益にしたがって生きるという生きかたの方向性を制する方法の

ひとつではなかったかと思われる。それは，かれらの社会性が内をむいて，かれらと

そうした関係にあるのか，ないのかという枠組みによって形成されていることを意味

している。それは，ひとりひとりをめぐってつくられる関係の集まりである。イス

ラームは，そうした場所において，かれらにとって，かれらひとりひとりの「よりよ

い」選択を肯定し，そのうえで，かれらのその閉じようとするつきあいをひろげてい

こうとする役割をはたしていた。本論は第 2章において，他者が自分に対してとるべ

き正しい行為が，スカーフや礼拝よりも重要だとかたられていた点，第 3章において，

かれらが「ムスリムである」とする価値を，「態度」をめぐる点にあるとすることを

示してきた。それは，人びとの意識が，イスラームが食事規定や儀礼にあるのではな
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く，何よりもまず，かれらを守る関係性をつくるものとしてあり，同時にかれらを守

るせまいつきあいのあいだで，閉じあおうとする関係性をひらく，かれらという人び

とののつきあいの輪郭の所在をうつしだしたものとしてあったと述べることができ

る。しかし後者はかれらの内向する姿勢とは反発しあい，「イスラーム」がわかって

いないから「他者」とはつきあえないということばを生んでいた。それはイスラーム

が今後もかれらに必要とされつづける関係の枠組みとして存在していたことを示して

いるように思われる。このようなことばと人びとのつきあいのありかたは，かれら特

有のものなのであろうか。

4.3　イスラーム圏の類似

　本論は第 1章第 2節で，カイロの知識人によるそれまでにない服装が「イスラーム

的」であるという言説が，個々のイスラームを「“主観的”に表現する記号」（大塚

1987: 394），つまり自己肯定であるにすぎず，そこからイスラームとしての「正統的

見解」（大塚 1978: 394）を導きだすことは容易ではないとしてきた点を指摘してきた。

そこにみいだすことができるのは，自己肯定であるがゆえに，一般的回答を導きだし

えないカイロの人びとの「イスラーム的」現象であり，一般的回答を必要としてい

た，日本人研究者の姿であると思われる。

　こうした点は嶺崎による，カイロのイスラーム知識提供をする電話機関の分析にお

いて，質問者が「わがまま」（嶺崎 2009: 31）で「シャリーアを自分に有利なように

解釈し，利用したい」（嶺崎 2009: 31）という欲望が透けてみえ，同時に質問に答え

る側のアズハル大学のウラマーという人びとも「シャリーアでは合法行為（halal）」

（嶺崎 2009: 21）でも，それをまげて「社会慣習」（嶺崎 2009: 21）や人びとの「福祉」

（嶺崎 2009: 21）に沿った知識提供をおこなっている点のなかにも見いだしうること

であると思われる（嶺崎 2009: 26）。嶺崎は同時に，そこでは学派間の相違といった

「知識」に対する質問がほとんどなく（嶺崎 2009: 28），それがイスラームの「知識」

を知るための機関ではないこと，そしてそこに海外在住エジプト人からの質問はあっ

ても，エジプト人以外からの質問は非常に少ないという（嶺崎 2009: 27），機関のニー

ズが民族的な内向性にささえられていることを同時に指摘している。

　人びとのイスラームが，自己の正当化の語彙であるという点は，中山によるトルコ

の民族誌にも指摘されている（中山 1999: 77–78）。中山は，トルコの農村でトルコの

首相候補について女性の候補者はどうかと話していた際「すぐさまある男性（35歳）

が否定し，「われわれの宗教では女性は指導者になれない」と言い切った。筆者が
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「パキスタンの首相も女性です」と言うと，その男性は，それもそうだなという表情

をしたが，その言葉を撤回しなかった」（中山 1999: 77–78）といった場面を記述して

いる。そこには中山による「ムスリムの国」の事実を事例にした指摘の方法が，現地

の男性の前では空回りしていた様子が示されているといえる。そこから示されるの

は，このトルコ人の男性が自己の意見の正当化以外には関心がなく，それを社会的合

意にもとづいて修正するという思考経路が欠けていたと思われる点である。「われわ

れの宗教では」ということばが人びとの社会的な自己正当化となっているということ

は，同じくトルコのフィールドワークをおこなったデラニーも指摘する点である

（Delaney 1991: 285）。

　また，エジプトのカイロの庶民の女性を調査したスウェーデンの人類学者ヴィカン

は，イスラームをめぐっての記述はほとんどしていないものの，カイロの庶民女性た

ちが信頼と不信から小さな集団に分かれ「借金をするときは，注意深く，完全に信頼

できる人からしか借りない。それが不可能であれば，同じビルや同じ通りに住んでい

る人からは，借りない」（ヴィカン 1986 [初出は 1976]: 198）という閉鎖的な関係に

生きていること，そして，そこにおける人びとの会話が「現在ある人間関係を正当化

するもの」（ヴィカン 1986 [初出は 1976]: 202）にすぎず，「情報の価値としてはまっ

たく 2次的である」（ヴィカン 1986 [初出は 1976]: 202）「女性たちは，ひとつの出来

事を Yとの関係が変わるたびに違ったように表現する」（ヴィカン 1986 [初出は

1976]: 202）「自分の社会関係の質を表現することを目的としたものであり，聞き手に

とっては，その話に同意するか否かで，語り手との関係を確認するか，そうでなけれ

ば否定する，という以上の意味はない」（ヴィカン 1986 [初出は 1976]: 202）として

いる。そこにみられるのは，イスラームを越えてみいだされる「正しさのラベル」と

してのことばと，人びとの不信に満ちた閉鎖的なつきあいである。

　こうした点は，特にイスラームをめぐる点として，たとえばパキスタン人と結婚し

た日本人妻が，スカーフや衣服といった点において，パキスタンよりサウディアラビ

アのイスラームこそを正当なものとみなし（工藤 2008: 160, 165），「ヒジャーブで頭

を覆う」（工藤 2008: 157）ことを覚えることによって，「まじめでない」「にわかムス

リム」（工藤 2008: 158）が「「ちゃんとした」ムスリムのモデル」（工藤 2008: 158）へ

と変化していく，「リニアなプロセス」（工藤 2008: 157）として思い描いていること，

その結果パキスタン人の夫より，自身のほうが「正当なイスラーム」（工藤 2008: 

164）「本来のイスラーム」（工藤 2008: 161）を学んでいるとし，パキスタン人の夫と

の関係性の乖離という機会などは，むしろ彼女らの「イスラーム化」を促進する機会
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となっていたという（工藤 2008: 137）日本人ムスリムの姿とは対極に位置している

といえる。

　本論は，比較的限られた対象から導いた結論ではあるが，アラブとトルコ，そして

ウイグルとの類似において，個々人の範囲をこえたイスラームを形成することをしな

い，あるいはできない社会と，「正当なイスラーム」を，個々人を越えてみいだそう

とすることのできる社会とを区別する必要があると考える。それは，ムスリムという

人びとの存在を「ことば」の扱いからわけていくことができるということを意味し，

イスラームと人びととを，もはや「規範」からではなく，地域・民族的な条件から分

析していくことが可能であるという視点を示唆するものである。

謝　　　辞

　調査を支えてくれた Dに，調査から論文執筆までの私を支えてくれたすべての方々に，そし

て極めて有益なアドバイスを幾度も誠意をもって示してくださった査読の先生方に心からの感

謝を奉げる。

注

 1） 本論では国民として国別単位で扱った人びとを「人」，国民ではない同質的単位を想定し
て扱った人びとを「族」として表記した。

 2） 例えば公務員，学生のモスクへの出入り，職場，校内での礼拝，断食，女性のスカーフ，
長いスカートの着用の禁止等である。

 3） 主に難民であることの申請による。欧州空港に到着後，パスポートを捨て，難民を申請す
ることは頻繁に人びとの話題となっていた。筆者は調査期間中に実際にそうしてトルコから
移動し，またトルコに再入国してきた人物がいたことを幾人か確認している。

 4） ザイトゥンブルンは日本語では「ゼイティンブルヌ」と表記されることが一般的だが，本
論では現地のウイグル族の人びとの音により近いものとしてザイトゥンブルンと表記する。
なお，現地の音に準ずる点はイスラームをめぐる用語（コーラン→コラーン）についても同
様のものとする。

 5） ウイグル族のつくるパン。2012年調査当時この店でナンを焼いていたのはアフガニスタ
ン人だった。

 6） 2010年時点で，トラム沿線上のチャパ（CHAPA）にウイグル族によるトルコ語学校が一
軒あったが，2012年 9月にザイトゥンブルン地区に移動した。こうした学校はアパートの
一室を借りて開校しているため，移動も容易で，実際に頻繁に移動する。このほかウイグル
族によるウイグル料理の食堂が，同トラム沿線上アクサライ（AKSARAY）に 2軒，トプカ
ピ（TOPKAPI）に 1軒あった。またそれ以外にも，涼皮子 Liángpízi（漢語）といった新疆
の食品の売り買いが一般家庭のあいだでおこなわれている。こうした一般家庭での販売は，
法律的な認可といった点とはかかわりあいがなくおこなわれる。

 7） 本論であつかう調査家庭にも，市中心部から約 30 km離れたスルタンベイリー地区に住居
のある世帯がある（A宅）。この世帯の詳細は後述。

 8） A～ Eのうち，Eはひとつの宿舎に住む E1から E4までの 4人にあてたため A～ Eで 8
人になる。Eには E5もいたが，E5と筆者がすごした時間はとても短かったため，本論では
E4までの 8人とした。

 9） ウイグル民族医についてはサキム（1999）参照。
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 10） この店舗の位置は 2010年調査時より変わらず。
 11） ウムラは「マッカ巡礼の一種，ハッジと区別されて小巡礼と呼ばれる。」（大塚 2002: 203）
 12） ジェルバップは，イスタンブルのウイグル族のあいだでは，全身を黒い布で包み，顔を三
角にあけた服装のことを指していた。この服装は，たとえば筆者が「Cにスカーフを贈ろう
か」というのに対し Dが「彼女はジェルバップだ。スカーフは使わない」というというよ
うにスカーフとは異なる布のかぶりかたというように示されていた。なおこのジェルバップ
という単語については『ウイグル語詳解辞典』（Ékber 1999）には記載がなかった。

 13） この会社は商品の発注を中国の工場におこなっていたが，社長のウイグル族の人物は中国
語が話せなかった。そのため Dはおもにその仲介の仕事をしていた。

 14） 預科とは，中国における大学進学前の民族学生の漢語研修期間を指す。
 15） ワクフはイスラームの財産寄進制度。それにより設定された財源，ならびにその運営組織
を指す場合もある（林 2002: 1076）。

 16） 礼拝前の浄め。本稿では詳述を避けるが，E3を除けばほとんどの人物は省略した洗浄を
おこなっていた。この洗浄に常に 30分をかけていたという人物は，筆者は E3以外には確
認していない。

 17） かろうじて Bが Aと Aの夫のことを情報として知っていたが，これは Bがウイグル族の
互助機関の人間として，広範囲な人間関係に目をくばっていたことによる。

 18） ウイグル語でいう Soguq sey（冷菜）。
 19） C宅では，夫がいるときは，C宅の方針で，筆者は別室からでていかないようにしていた。
 20） アラビア語でいう「ライラ・アル＝カドル」のトルコ語。『岩波イスラーム辞典』によれ
ば，「預言者ムハンマドに初めて啓示が下されたとされる夜」を指し，「ラマダーン月の最後
の 10日のうち奇数日の 1夜であるといわれているが，27日の夜とする学者が多い」（青柳
2002: 1034）とされる。

 21） アラビア語でいう「ラマダーン」（森 2002: 1044–1045）。ウイグル語では Ramzan（Ekber 
1999: 552）トルコ語では RAMAZAN（Yurtbaşi 2009: 1124）。

 22） アーリムは「イスラーム諸学を修めた知識人」（小杉 2002b: 204）をさす。
 23） E友人①は，この日のことを，夜寝ないでコラーンを読み続けると，これまで犯した罪の
すべてが洗われる日といっていたが，E2は“ラマザンの最も偉大な日（Ramzanning eng 
ulugh kunisi）”といい，Dはまた，それが特定の一日ではなく，自分は 10日間毎晩礼拝する
つもりだといっていたなど，それをめぐる知識もばらつきがあった。

 24） 宿舎のトルコ人女性が誕生日だったため，散歩に行くというのに筆者がさそわれ，Dがそ
れに同行してくれていた。

 25） グナフは，もうひとつのウイグル語のヤマン yamanと並び，同じ「よくない行為」をあ
らわすものとされている。しかし事例 2-11，また，のちの事例 2-13にみられるように，サ
ワッブの対比として示されることばはつねにグナフであった。そのため，本論では，グナフ
をサワッブに対応することばとみなしてあつかう。

 26） この 3人目のこのメンバーは，礼拝もせず，スカーフもしない人物だった。彼女は，彼女
の姉はスカーフをするが，自身はせず，また Dとはイスラームについてしばしば語りあう
ということがみられた人物であった。

 27） かれらの生活実感にとって，スカーフの着用といった表象が 2次的な重要度しかもたない
可能性があるということは，トルコ農村を調査した中山も指摘している点である（中山
1999: 203–204）

 28） 事例 2-20への見解は男性，つまり Dの職場の社長にとっては，違った可能性があるが，
Dという女性にとってはそうであったといえる。

 29） 週 6日間労働× 1ヶ月（約 4週間）。
 30） 7月 19日におこなわれたこの会話は，途中でけがをした猫をみつけたため，後の会話が
中断されてしまった。

 31） ウズベク族は新疆および旧ソ中央アジアに住むトルコ系のオアシス定住農耕民であった人
びとで（小松 1995: 195–196），ウイグル族とは言語も文化も近似する。

 32） 出産直後だった C宅では，小児医学の心得があるというこの女性（Bdu）が頻繁に C宅を
おとずれ新生児の様子をみてやっていた。

 33） Cは大学（中国・南京）在学時の漢民族の学生や教師との思い出をひとりひとり名をあげ
語ってくれた。Cは卒業後もそうした人びとと Eメール等で親交をつづけようとしていた。
しかしつづかなかったのだとかたっていた。このことは，かれらがそうした人びととのつき
あいを積極的に切り離してきたのではなく，何らかの理由にもとづきつづかなかったという
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ことを示唆していると思われる。
 34） 小麦粉製品店の売り物で，焼いていない生の状態のもの。
 35） たとえばトゥルメル Türmel（Abdukérim 1996: 44）。
 36） 湯に溶かして加熱するだけのものだった。
 37） 職場のパソコンのインターネットによる電話で，無料だった。
 38） この人物も義烏で仕事をともにしていた人物であった。
 39） 社長はこのとき Dに求婚中だった。
 40） 実際に E1が帰国する際には，Dからその友人女性へ贈物としてトルコの粉ミルクが託さ
れた。

 41） この挨拶は握手をしてから左右の頬をつけあうもの。
 42） かれらは宿舎 Eのメンバーと立場，年齢が，ほぼ相同。
 43） 例外は表 3，8月 22日の筆者が関係を聞けなかった少女 2人のみ。
 44） この会話はトルコ語であったが，記載は後に Dがウイグル語に訳して説明してくれたも
のを示した。

 45） 筆者が 8月 14日になってしばらくぶりに Dに会った際，Dはラマザンをしていなかった。
Dは空腹で眩暈がするようなら食べてもいいのだといい，食堂にはいり，筆者にも食べろと
促した。
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